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第６１回平成２６年１２月与謝野町議会定例会会議録（第３号） 

 

招集年月日 平成２６年１２月１０日 

開閉会日時 午前９時３０分 開会 ～ 午後４時１０分 散会 

招集の場所 与謝野町議会会議場 

 

１．出席議員 

       １番  髙 岡 伸 明       ９番  宮 﨑 有 平 

       ２番  和 田 裕 之      １０番  塩 見   晋 

       ３番  小 牧 義 昭      １１番  河 邉 新太郎 

       ４番  渡  貫 治      １２番  有 吉   正 

       ５番  安 達 種 雄      １３番  家 城   功 

       ６番  江 原 英 樹      １４番   簱   毅 

       ７番  伊 藤 幸 男      １５番  多 田 正 成 

       ８番   田 史 郎      １６番   田 博 文 

 

２．欠席議員（なし） 

 

３．職務のため議場に出席した者 

      議会事務局長    奥野  稔    書    記    土田 安子 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者 

      町    長    山添 藤真    代表監査委員    足立 正人 

      副 町 長    和田  茂    教 育 長    塩見 定生 

      企画財政課長    植田 弘志 

      総 務 課 長    浪江  学    商工観光課長    小室 光秀 

                         農 林 課 長    井上 雅之 

                         教育推進課長    長島 栄作 

                         教 育 次 長    小池 信助 

      税 務 課 長    秋山  誠    下水道課長    西村 良久 

      住民環境課長    朝倉  進    保 健 課 長    前田 昌一 

      会 計 室 長    飯澤嘉代子    福 祉 課 長    浪江 昭人 

      建 設 課 長    西原 正樹    水 道 課 長    吉田 達雄 
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５．議事日程 

  日程第 １ 一般質問 
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６．議事の経過 

（開会 午前 ９時３０分） 

議  長（田博文） 皆さん、おはようございます。 

本日、一般質問２日目になりました。本日もよろしくお願いします。 

本日、小池、森岡、坪倉各地域振興課長より欠席の届けが参っておりますので、お知らせして

おきます。 

ただいまの出席議員は１６人であります。 

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の会議は、お手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。 

日程第１、一般質問を行います。 

最初に、８番、田史郎議員の一般質問を許可します。 

田議員。 

８  番（田史郎） おはようございます。 

議長のお許しをいただきましたので、１２月定例会での一般質問を、町長と教育長へ質問を行

います。また、質問内容によっては関係課長にご答弁をいただくこともあるかもしれませんので、

その節はよろしくお願い申し上げます。 

最初に、町長に対し質問をさせていただきます。平成２６年度予算の歳入歳出についてであり

ます。 

年度末まで４カ月を切りました。現状で計画どおりに国・府からの各種交付金、助成金や当町

での税収など歳入面で順調に推移しているのかをお聞きします。なぜならば、平成２５年度の決

算認定をしましたが、各部門での不納欠損額、収入未済額が大変多くありました。それらを十分

反省し、チェック機能を強化され、各課共有化されていると認識しているからであります。 

次に、現時点でのふるさと納税額、寄附者数を教えてください。２００８年、平成２０年より

ふるさと納税制度が始まって６年目を迎えます。当議会でもそのあり方について議論いたしまし

たが、市、町によって寄附金額に大きな開きがあります。その一番の理由は、やはり特典の魅力

が左右していると思います。再検討する必要があると思いますが、町長はいかにお考えでしょう

か。 

次に、町長公約での補正予算などを含む諸事業の中で、次の事業について現状と今後の方向性

をお聞かせください。 

１つ、第２次行政改革大綱実施計画の進捗状況。 

２つ目、与謝野ブランド戦略事業について。 

３番目、海の京都・美心与謝野事業について。その中には、１つ、野田川トイレがあります。

どのようになっているかお聞かせいただければと思います。 

次に、平成２７年度当初予算編成についてお聞きいたします。 

新町長での初めての予算編成となります。６つの公約をさらに具体的に実現させるためにも、

強いリーダーシップでトップセールスでの行動力、推進力を求めておきたいと思います。 

そこで、次の点についてお聞きします。 

１つ、当初予算での重要項目は何か。その中で具体案があればお聞かせください。 
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２つ目、財政削減の取り組みについて、町長から各課に、前年度といいますか、決算に従いま

して何を見直すのかというようなお話をされたのかどうか。各課は何を削減、見直しの項目に挙

げられていたのか。そのあたりを、できたら詳しくお願いしたいと思います。 

３番目、予算面からも当町のあるべき将来像が町民に見える予算編成になるのかどうか、お聞

かせください。 

その他少しありますけども、３庁舎のあり方の再考を今から取り組み、町長任期期間の平成

２９年度のスケジュール表の作成を求めたいと思います。 

もう一つ、中小企業振興基本条例について、行政はもとより、企業、各団体、組織、そして町

民全てに周知し、理解と協力を求めます。また、これは後で具体的に述べたいと思います。 

次に、教育長に質問をさせていただきます。公民館に関する委託料についてであります。 

今後、さらに住民、子供からお年寄りまでですけども、対するコミュニティーの場として公民

館活動は大変必要で重要な存在であります。館長・主事会議や区長会等からも強い要望が出てい

る委託料の見直し、または増額の予算化を問います。 

２つ目、小学校の統合についてであります。平成３４年の統合に向かっての協議等が進行中で

ありますが、子ども・子育て支援新制度にも連動する課題であります。子育て中の保護者対象や

各自治区でのきめ細やかな説明を、教育委員会主導、行政サイドでありますけども、行う必要性

を感じておりますが、どのように思われるでしょうか。 

以上の点について、よろしくお願いいたします。１回目の質問を終わります。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、早速でございますが、田議員へのご答弁をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

まず、平成２６年度予算の歳入・歳出についてお答えをします。 

まず、国・府からの各種交付金、助成金や当町での税収などの歳入は順調に推移をしているの

かという点でございますが、町の歳入のおおよそ半分を占めております普通交付税は５０億

１，３９９万１，０００円の交付決定をいただいております。これは、昨年度の決算額と比較を

いたしますと、約４，５５０万円の減額でございます。町税につきましては、１０月末時点の収

入額は約１２億６，８３０万円であり、昨年の同月の収入額とほぼ同額で推移をしている状況で

ございます。 

次に、現時点でのふるさと納税額・寄附者は何名かでございますが、１１月２８日現在では、

寄附額は１２４万７，０００円で、昨年度決算額と比較をし、２６万７，０００円の増額であり

まして、寄附者数は２３名で、昨年の１６名から７名増加している状況でございます。 

次に、第２次行政改革大綱実施計画の進捗状況でございますが、９月定例会で配付をいたしま

した第２次与謝野町行政改革大綱実施計画進捗管理票が取りまとめのできている直近の進捗状況

でございまして、平成２６年８月２６日の行政改革推進委員会におきまして、委員の方々のご確

認をいただいたものになっております。この平成２５年度実績につきましては、財政健全化比率

で悪化している指標もございましたが、各実施項目はおおむね順調に取り組めたのではないかな

というふうに思っております。 
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平成２６年度の進捗状況につきましては、現段階で取りまとめていない状況でございますので

お答えはできませんが、１２月補正予算時点でまだ４億６，３００万円を財政調整基金から取り

崩して予算を組んでいる状況であること、また、今後交付決定があります特別交付税につきまし

ては、福知山市や京都市内の台風による浸水被害、広島県の土砂災害、御嶽山の噴火、先日の長

野県北部地震など多くの災害が日本全国で発生をしていることから、特別交付税の増額は期待で

きない状況であること、以上のことから、行政改革実施計画の実施項目にございます基金への積

み立ての目標額の達成は非常に厳しい状況になるのではないかというふうに予測をしております。 

次に、２点目にご質問であります与謝野ブランド戦略事業についてお答えをいたします。 

与謝野町ブランド戦略につきましては、私が進める新しい視点での産業振興施策であり、与謝

野町の成長戦略として推進していくものでございます。そのコンセプトにつきましては、ものづ

くりと創造性を掛け合わせていくというものでございます。現在、与謝野町産業振興会議や会議

内に設置をしております与謝野ブランド戦略会議において、このコンセプトに基づいたプロジェ

クトについて政策協議を行っているところでございます。 

一方、ものづくりについては、歴史的な経過や中小企業振興基本条例、また第２期産業振興会

議からの提言などを十分踏まえた上で、織物業と農業に絞り込み、新たな価値を生む施策やプロ

ジェクトを検討していることを先般確認したところでございます。 

予算措置につきましては、平成２７年度予算を見据えた協議を行っておりますが、先行して、

織物業、農業の産地としてのプロモーション展開を行っていくべく、それらに係る経費を、また

与謝野ブランド戦略会議で先進地視察を行うための経費を１２月補正予算に計上いたしておりま

す。 

今後につきましても、住民の皆さんや事業者の皆さんに実感をしていただける具体的な政策の

立案やプロジェクトの実現に向けて、産業振興会議とともに、さらに前進をさせていきたいとい

うふうに考えております。 

次に、３点目にご質問の野田川駅トイレの改修計画でございますが、当初の予定どおり今年度

中の事業完了を予定しており、現在、実施設計が完成したところでございます。今後、１月の入

札を経て、３月中には改修工事を終えたいと考えております。 

改修内容でございますが、清潔で誰でも使いやすいトイレを基本コンセプトに設計をしており、

現在と大きく変わる点といたしましては、これまで町として福祉のまちづくりを進めてきたこと

などから、障害のある方や高齢者、車椅子を利用される方などにも使いやすいバリアフリーの多

目的トイレを整備する点でございます。その他の変更点としましては、女子トイレと男子トイレ

の位置の入れかえ、便器の洋式化、ウォシュレットの設置、照明の自動化などを予定しており、

利用者の皆様が快適にご利用いただけるよう整備することといたしております。 

最後に、改修に係る工事費でございますが、総額で約１，２２０万円を見込んでおります。実

施設計段階において、先ほどご説明をいたしました理由により多目的トイレを整備することとし

たことなどから、当初の工事費より約４７０万円の増額となっており、今回の第４号の補正予算

に計上をいたしております。 

次に、田議員のご質問の２番目であります、平成２７年度当初予算編成、その他について、

当初予算での重要項目、具体案を問う。財政削減の取り組みについては何か。予算面からも当町
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のあるべき将来像が町民にも見える編成になるのか。庁舎問題、中小企業振興基本条例の５点に

ついてお尋ねでございます。順次お答えをしてまいりたいというふうに思います。 

まず、当初予算編成での重要項目、具体案などを問うでございます。 

与謝野町が未来にわたり持続可能な町であり続けるためには、町民の皆様だけに頼るのではな

く、町民の皆様をお支えするだけでなく、私たち行政もより一歩を踏み出し、町民の皆様ととも

に挑戦をしていかなければならないと考えております。この認識のもとに、来年度予算編成にお

いても「チャレンジ」を大きなテーマに掲げております。 

ことし４月に就任をして以降、町の将来像でございます「水・緑・空 笑顔かがやくふれあい

のまち」を実現していくために、みんなの知恵と技術が響き合い新しい価値を生み出し続けるこ

とができるまちづくりを進めており、特に重点を置いてきたのは産業振興政策と教育政策でござ

います。来年度においても、引き続き重要視をしてまいりたいと考えております。 

まず、この２つの分野において基本的な認識と来年度予算への反映を検討している具体的な政

策についてご説明をいたします。 

当町は全国的にもまれに見る企業勃興地域であり、その基幹を担っているのが織物や農業など

ものづくり企業や生産者の皆様でございます。この土地で生み出されているのは、全国的にも高

い評価を得ている製品や農作物などの第一級の素材でございます。その素材に新しい視点で創造

性を加えることにより、高い付加価値を創出していくための仕組みや政策を整えていきたいと考

えております。すなわち、ものづくりと創造性を機軸にした地域ブランド構想を戦略的に展開す

ることで産業分野において新たなる価値を創出し、日本を代表する、また世界が憧れる、魅力あ

るまちづくりを目指してまいりたいというふうに思います。 

政策を立案していくに当たり、３本の柱を設定してございます。１つ目が、ものづくり産業の

強化です。２つ目が、新しい視点でのプロモーションでございます。３点目が、拠点エリアの構

築でございます。これらに基づき、高齢者を担い手とする新しい織物産業の活性化事業、織物の

多用途化事業、農業分野における新たなる科学的生産方法の確立事業、クラフトビールの醸造事

業、阿蘇海産のクロクチの再生事業、タウンプロモーション事業、阿蘇ベイエリアのマスタープ

ランの作成並びに活性化事業など具体的施策を講じてまいりたいと考えております。 

次に、教育施策でございます。 

当町が新しい価値を生み出し続ける町であるためには、住民全体に開かれた学ぶ機会を充実さ

せなければならないと考えております。子供たちのための教育環境の整備や多様性にあふれる機

会の提供はもちろんのこと、学びたいと思う人たちのために、社会教育についても充実を図って

いかなければならないというふうに思っております。現在行っております生涯教育の取り組みを

基盤といたしまして、私たちが新たなる知識を身につけ、新しいチャレンジができるような環境

を整えていきたいと考えております。 

こうした認識のもとで、私たち住民一人一人が多角的な視点を養い、理論的な思考力と分析力

を身につけることを目的といたしまして、与謝野町流のリベラルアーツ教育事業を講じてまいり

たいと思います。また、与謝野町で育つ子供たちに多様性に触れる機会を提供していくために、

英国ウェールズ大学アベリスツイス校との連携協定を締結していきたいというふうに考えており

ます。 
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ただいま申し上げました重点分野として位置づけている産業振興政策や教育政策のほか、町民

の皆様の暮らしをお支えするためのきめ細やかな福祉政策や町政施行１０周年事業についても、

目下調整中でございます。また、これらの施策を推進していくために、民間人材の登用、あるい

は民間会社との連携を深めていきたいというふうに思っております。 

次に、財政削減の取り組みについてお尋ねでございます。 

来年度予算編成に当たり、各種補助金の５％削減の継続、予算要求時における精度の向上によ

ります予算額の抑制、繰出金抑制に向けた各特別会計の財政計画の作成、事務事業見直し調書の

作成、受益者負担の見直し、５つの指示を出しております。 

次に、３点目でございます。予算面からも当町のあるべき将来像が見える予算編成になるのか

でございます。 

私自身、来年度予算編成は、山添町政の方向性を示す大切な予算であるというふうに位置づけ

ております。予算編成を通じ与謝野町の未来を提示し、住民の皆様におかれましてもわかりやす

い形でお伝えをしていきたいというふうに考えております。 

４点目では、３庁舎のあり方について、平成２９年までの行程をお求めでございます。 

私は、任期でございます４年間のうちに住民合意を目指すことを、選挙時に住民の皆様方とお

約束をしております。それを果たしていくために、しかるべきタイミングで私のほうから住民の

皆様にご提案を申し上げたいというふうに思っております。 

最後に５点目でございますが、与謝野町中小企業振興基本条例について、全ての住民に対して

より一層の周知をお求めでございます。 

平成２４年４月に施行して直後、条例の周知を目的としてシンポジウムを開催しております。

また、食で町を元気にしていこうという趣旨で、与謝野町の地元農産物・加工製品などを使用し、

町内の飲食店さんで特別メニューを提供いたします「よさのまちグルメ」を支援してきておりま

す。来年度は、与謝野町議会で議員提案をし、可決をされました「与謝野町地酒の普及の促進に

関する条例」に添う取り組みも講じてまいりたいというふうに思います。 

いずれにいたしましても、議員がお求めでございますように、あらゆる機会を通じ、町民の皆

様方に周知をしていきたいというふうに思います。 

以上で、私から田議員へのご答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） 塩見教育長。 

教 育 長（塩見定生） おはようございます。 

それでは、田議員のご質問の公民館活動委託料についてお答えさせていただきます。 

地区公民館活動につきましては、各地区において非常に熱心にお取り組みいただいておりまし

て、心より感謝いたしておるところでございます。そして、さきの江原議員のご質問に対する答

弁の中でも触れましたように、与謝野町における地区公民館の役割は今後ますます重要になるも

のと認識しております。 

そのような中、田議員がご指摘されておられますとおり、地区公民館活動委託料の増額を要

望していただいています地区があることも承知しております。しかし、地区公民館への支援の方

法として何が一番適切であるかどうかにつきましては、現在、同志社大学と連携して調査・研究

を行っているところでございますので、その成果を踏まえながら、地域の皆様とともに協議を重
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ねてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

次に、小学校の統合についてお答えしたいと思います。 

小学校の統合につきましては、さきの有吉議員への答弁でも申し上げさせていただいておりま

すので割愛させていただきたいというふうに思っております。 

次に、保護者の方々や各自治区でのきめ細やかな説明を教育委員会主導で行う考えはとのご質

問ですけれども、もし地域からそのような要請がございましたら、出向かせていただくことには

決してやぶさかではないと考えております。この場合、まず各地域内において地元住民の方々で

の議論や合意形成をきちんと図っていただくことが大変重要であろうというふうに思います。そ

の合意形成の中で、必要があれば説明に行かせていただきたいと、このように考えております。 

以上で、田議員への答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） 田議員。 

８  番（田史郎） 大変早いお話の中でメモることがちょっとできませんので、なかなかそれに対し

てお答えといいますか、質問をすることが大変難しいなと今考えておったとこであります。 

まず、最初に町長のほうからいろいろとお話を聞かせていただきました。当初予算の歳入は順

調に推移しているということで、大変ありがたいなと思います。 

なぜこういうようなことを聞いたといいますと、４月から消費税が上がりました。そして円安

で物価高があって、地元の豆腐屋さんから大変厳しいんだというようなお話がありまして、納税

するのも、もう期間内に納めるのも大変なんだよというお話をるる聞きまして、実際、歳入が順

調に当町に入っているのかどうか、ちょっと不安になりましたので、こういう質問というか、を

させていただいた。順調に入っているということで、大変ありがたいなということであります。 

そこで１つお聞きしたいんですけども、何月ですかいね、コンビニ納入という形で、税金等、

その他が支払えるようになりましたけど、その活用といいますか、利用度はどれぐらいになって

いるのか、もしわかりましたら、今まで以上によくなっていっているのか、その辺がもしわかり

ましたらお聞かせ願いたいと思いますけども。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 税務課長のほうから答弁をさせたいと思います。 

議  長（田博文） 秋山税務課長。 

税務課長（秋山 誠） コンビニ収納の状況でございます。 

ことしの２月から開始しまして、まだ１年はたっていないわけですけども、この間、ずっと

４月以降、もう統計をとっておりまして、大体同じぐらいの数字、若干ふえてはきておりますけ

ども、全体の収納のうちの大体６％、７％ぐらいの割合で推移をしてきております。 

議  長（田博文） 田議員。 

８  番（田史郎） ちょっと細かいんで申しわけないんですけど、その中で納付書が来ます。期限内

に納めてください。期限内を外れますと滞納金がかかりますというような案内の印刷がされまし

て納入されるわけですけども、コンビニ収納になりますと、その期限が、極端な言い方をします

と、例えば１カ月近くおくれた納品書を持っていって、そこに納めても確認されませんので、そ

のまま受け取っていただけるわけですね。そうすると滞納金というのはつかないんですけども、

実際、行政サイドとして滞納金の利息といいますか、それがつくのは、未納、どういう状態。例
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えば１カ月以上とか、２カ月になったら滞納金が加算されるのか。そこら辺の基本的といいます

か、何かわかりましたらお知らせ願いたいと思います。 

議  長（田博文） 秋山税務課長。 

税務課長（秋山 誠） 滞納金と言われておりますのは督促料のことでしょうか。 

８  番（田史郎） はい、そうです。 

税務課長（秋山 誠） それにつきましては、督促状が発送された時点で１００円の督促料がつきますの

で、これにつきましては、その後、たとえ１００円の納付書がついていないもので納めていただ

くと、あと督促料の１００円分がまた後で請求という形になりますので、その分だけでもまた後

で納めていただくということになると思います。 

議  長（田博文） 田議員。 

８  番（田史郎） というと、翌月の納付金にそれが加算というか、別途されるということの理解で

いいですか。 

もう結構です。わかりました。 

ちょっとそういうことを聞いてほしいということの要望がありましたんで、できるだけ納期内

に納めたいというようですけど、いろんなご家庭の事情がありますんで、納入期限に１週間おく

れたり、あるいは２０日間ほどおくれたりというようなことがありますんで、そこら辺のことを

ちょっと町民の皆さんにわかるようにということで、ちょっと事細かいお話ですけど、お聞かせ

いただきました。順調に歳入が入っているということであります。 

また、歳出の件も計画どおりといいますか、予定どおり推移しているようにお伺いをいたしま

した。その中で、削減の目標ですけども、財政削減のですね。各課いろいろと取り組みされてい

て、ことしも例の行革の各課担当、全て５％カットを継続されているというようなことがありま

す。 

もう一つその件でお聞きしたいんですけども、各課で行っています、特に観光関係等の事業に

ついて、あるいは指定管理等に支給されている補助金等に関して、その実績といいますか、内容

を吟味され、精査されて平成２７年度の予算に反映されるようになっているのかどうか。その点

についてお聞きしたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 来年度の予算編成につきましては、現在進行中であるというところで、昨日も申

し上げましたけれども、現在、企画財政課のほうで査定をしているという状況ですので、その状

況につきまして企画財政課長のほうから答弁をさせたいと思います。 

議  長（田博文） 植田企画財政課長。 

企画財政課長（植田弘志） ご質問のほうが、各種団体等の補助金の５％カットということでございます。 

先ほど指定管理のことをちょっと触れられたかと思うんですけれども、それはまた別のことに

なります。それ補助金なんで、例えば自治会さんのほうに出させてもらっております、以前の名

前でいきますと自治振興補助金、今でしたらまちづくり人づくり補助金というのがあるんですけ

ども、そういうのを５％カットとさせていただいております。 

平成２７年度の予算につきましても、各それぞれの課から上がってくる段階で、その５％分を

カットしていただいて私どものほうに要求をしていただくという格好にしております。 
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議  長（田博文） 田議員。 

８  番（田史郎） 大変厳しい財政状況、今後なりつつあるということで、議会だよりにも載ってお

りまして、町民の皆さんが読んでいただいたかどうか確認はできませんけども、ここで再度繰り

返しますと、国民１人当たりの借金というのが、一般会計、特別企業会計、水道会計等で、議会

だよりに載っていました１人当たり１３９万３，９３８円の借金を抱えているような状況と。あ

るいは、また地方交付税の推移では、今後減少されていくという状況の中であります。だから、

そのような状況の中での予算編成、今後のまちづくりを考えていかなければなりません。だから、

いかに無駄といいますか、十分見直しをしていただきまして、切るとこは切る、ふやすとこはふ

やすというやはりめり張りを、一律削減するのではなく、十分精査していただきまして、上げる

ところは上げる、下げるところは下げるということをしっかりしていただいて、バランスをとっ

てやっていただきたいという要望をしておきたいと思います。 

その中で、いろいろとありますけども、あとのトイレのほう、大変ありがたく、立派なトイレ

ができそうなことであります。当初の予算が、６月の予算で７５０万ですかね、上げていただい

て、１２月の補正で４９８万円ですか、上がってきておるということで、町長がご答弁されたよ

うに１，２００万円近くですか、アップされて、大変予算を上げて立派なトイレになると。それ

で、今ちらっと聞きますと自動照明とかというようなことでなっているというようなこと、もち

ろんバリアフリーとかになっていると。１つ残念なのは、音楽が鳴らないのがさみしいような気

がしますけども、それはそれとして、できるだけ、前回言いましたように、自慢、ここにしかな

い、日本で１つしかない立派なトイレというまではいかなくても、ご利用される方が本当にすば

らしいトイレになったなと実感できるように、ぜひ予算内で工夫をして立派なトイレをつくって

いただきたいと思います。 

それと、中小企業振興基本条例のことについて町長にお聞きします。これの基本的理念を、で

きましたらお伺いしたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 与謝野町内の中小企業の皆様方を、行政だけではなく、事業所だけではなく、住

民の皆さんだけではなく、町全体で応援をしていくという条例でございます。 

議  長（田博文） 田議員。 

８  番（田史郎） 私なりに簡単に言うと、仕事も買い物もできるだけ与謝野町内で買っていただき、

あるいは仕事等も出していただいて、そのお金が与謝野町全体を循環する循環型経済で与謝野町

に活力を、潤うようにというのが一番わかりやすい理念かなと思っております。 

その中で、ちょっとこういうことがありましたので確認をしておきたいと思います。１０月

２４日発行の広報よさの、お知らせ版に載っていた件なんですけども、与謝野町社会福祉協議会

主催での歳末ふれあいバス買い物ツアーというご案内が出ておりました。そのショッピングツア

ーは、京丹後市、マインに買い物に行く募集であります。何か違和感を私は感じまして、ある人

からも言われまして、ちょっとここで取り上げたんですけども、今言いました中小企業振興基本

条例という、これは社会福祉協議会、これは町民が一人ずつ年間１，０００円の会費という形で

ご協力をしておりますし、行政からも助成をされております。管轄は福祉課と思いますけども、

こういう協議会のほうでこういう事案が、プランが出たときに、やはり関係課、福祉課ですかに
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相談なり何かがあったのかどうか。また、その件について、どうしてもマインのほうに買い物に

行かなければならない理由があるのかどうか。例えば、極端な言い方をすれば、どこかに見学に

行って、その帰りにマインに寄るとかというのだったら結構なんですが、ストレートに与謝野町

からバスを仕立てて、お年寄りさん、定員４０名ですけども、連れてよその町の買い物に行く。

これは、もう私個人としても大変違和感を感じますけども、そのあたりの何かいきさつといいま

すか、わかればお知らせ願いたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいまご紹介をいただきました件の経過につきまして、福祉課長のほうから答

弁をさせたいと思います。 

議  長（田博文） 浪江福祉課長。 

福祉課長（浪江昭人） お答えをいたします。 

ただいまご紹介がございました事業につきましては社会福祉協議会独自の単独事業でございま

すので、事前に町のほうに、福祉課のほうにご相談があったという事業ではございません。その

後、田議員と同様のご意見が福祉課のほうにも寄せられまして、基本的には社協さんが独自で

主導されます事業ですので、指導ということはなかなか難しいというふうに思っておりますが、

そういったご意見があるということを今後踏まえていただきますようにということは申し上げさ

せていただいておるということでございます。 

議  長（田博文） 田議員。 

８  番（田史郎） よくわかりました。 

ただ、社協の役員さんといいますか、そういう方が中小企業振興基本条例について、そういう

趣旨がわかっていただいていたかどうかが疑問でありますんで、きょう言いました、もう一度周

知徹底をお願いしたいなと、やはり共有していただきたいということでちょっと取り上げたとい

うことであります。できるだけ与謝野町で買い物していただきたいなという要望でありますんで、

これはこれにしておきたいと。今後こういうことがないように、また広報よさのに載ったんです

から、その時点で見ていただいて、ああということで、また今後こういうですよ、ああですよと

いうご指導をしていただければと思います。これは、それだけにしてとどめておきたいと思いま

す。 

じゃあ次、教育長のご答弁についてちょっとお聞かせ願います。 

公民館活動、現時点では余り考えていない。今、同志社大学との連携でいろいろと模索されて

いるというようなお話がありました。 

ちょっと公民館活動でいいますと、大体１０項目の事業をしてくださいよという要望がありま

す。その中でも人権等、問題としては、２つぐらいの事案については必須といいますか、公民館

活動として必ず行ってくださいということであります。そういうことで、具体的に言いますと、

年間、２４区に一律２５万円が委託金として支給されております。 

この活動の有無ですけども、しているとこ、していないとこ、あるいは自治区の住民数、区長

会で言っていると思いますけど、人数が大変多い、住民が住んでいる自治区の多いとこ、あるい

は物すごい少ないとこ、そういうことも全く関係なく一律２５万円が支給されている。ある区で

は、２５万円を使うのが大変だというとこもお聞きしておりました。それから、もう全然、やは
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り参加人数が多くなりますので、それについてどうしても予算が多くなりますから、全くお金が

足らないというようなこともあります。だから、値上げとか増額をしてくださいという裏には、

今言いました状況の中で、一律２５万円というのを見直してほしいなという要望であります。 

どう見直すのかといいますと、私の提言なんですけども、一番皆さんに今までの問題がないと

いうことになれば、やはり一律支給を改めて均等割の、何ぼか知りませんけど、額の実績による

加算といいますか、あるいは区民数の加算といいますか、そこら辺を合計して２５万円、あるい

はプラスマイナスに若干なるのかわかりませんけど、そういうような委託料の配付をぜひ平成

２７年度予算でやっていただきたいという強い要望を私持っておりますし、区長さんからも聞い

ているわけですけども、館長もそうですけども、そこら辺のこと、もう一度検討する余地がある

かないか、だめなのか、お答えをお願いします。 

議  長（田博文） 塩見教育長。 

教 育 長（塩見定生） 今、議員のご指摘のとおり、いわゆる公民館活動におきましては、区民の、町民

の皆さんの要求課題と、それから町としての必要課題と、こういったものが２つあろうというふ

うに思っておりまして、先ほど指摘されました人権教育とか、それから青少年健全育成の問題に

つきましては町として必要課題ということで、必ずその講座を持っていただきたいということを

お願いしておるものでございます。そういうことを、２つか３つは町としての課題を勉強してほ

しいということで入れておりますけど、あとは各公民館の独自のものを、講座を取り組んでいた

だく。そして、区民の皆様、町民の皆様の心の豊かさを求めていきたいと、このように考えてお

りまして、今までこのような取り組みをしてまいりました。 

議員ご指摘の点につきましては、先ほども申しましたように、そのことも含めて同志社大学の

先生に調査・研究をいたしまして、何がベターなのかということをこれから模索してまいりたい

というふうに考えておりますので、現時点はこのような考えでありますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

議  長（田博文） 田議員。 

８  番（田史郎） いつごろのめどで大体そこら辺をされているのか。あるいは、もう平成２７年度

予算には全く反映されない期間になるのか。そのあたり、再度お願いします。 

議  長（田博文） 塩見教育長。 

教 育 長（塩見定生） その点につきましては、教育推進課長が答えさせていただきます。 

議  長（田博文） 長島教育推進課長。 

教育推進課長（長島栄作） 先ほども教育長のほうからお話がございましたとおりでございまして、その

点につきましては、合併をいたしまして、その後それぞれの地域で取り組んでおられました事業

を一定統一するために委託事業ということでるる進んでまいりました。そして、数年前から

２０館について推進事業の委託を受けていただいて、事業を取り組んでいただいています。まず、

その中で年間２５万円という委託料でございますけれども、一旦そこで一定整理ができておりま

す。その後に、またいろいろな地域特性等、議員のほうもご指摘をいただきまして、その中で同

志社大学等も調査をいただいています。そういう中では、また館長、主事の皆様方との協議等も

これから行う必要もあろうかと思っておりますので、平成２７年度予算にすぐそれを反映という

ことは難しいかなと思っております。情報共有をしながら、いろいろなご意見を聞かせていただ
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きながら進んでいきたいというふうに思っておりますので、ご理解をお願いいたします。 

議  長（田博文） 田議員。 

８  番（田史郎） わかりました。でも、できるだけ早く合意形成をしていただくように強く要望し

ておきます。 

いろんな面でそうですけど、こういう第１次総合基本計画、後期計画、もうすばらしく立派な

文面で、それぞれのところでいろんなことが書いてあります。だから、これをいかに有効に活用

といいますか、実行していただくのが先決で、この言葉のあやで、いろんないい言葉、あるいは

こうします、ああします、こうです、ああだと、もうすばらしいことがいっぱい書いてあるんで

すけど、単なる引き出しにこれがあるような感じでは困るんで、できるだけ一つ一つ、この中か

ら活用すべきこと、実行すべきこと、めり張りをつけてやっていただきたいなと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

もう一つ、小学校の統合について、有吉議員もありましたし、回答もありました。これで、何

点か私が保護者対象や各自治区でのきめ細やかな説明を教育委員会主導で行ってください。答弁

では、地域内で合意形成されて、何か要請があれば教育委員会が伺って説明等をしにいきたいと

いうようなご答弁がありました。私は逆だと思っております。 

なぜならば、先日の議会懇談会で、２会場で統合のお話について懇談会をしました。大変厳し

いご意見もありましたし、前向きな意見もありましたし、いろんな具体的なことについて聞かれ

ましたけど、我々議会として対応ができませんでした、残念ながら。やはり事細やかなことは、

我々議会議員はわかりません。ただ、いただいた資料の中での回答といいますか、答弁しか答え

られない。やはりもっと住民の方の知りたいことがいろいろとあるわけですね、事細やかに。そ

の一つのプラン、表に載っていないこと、いろんなことが聞きたいのに、我々議会のほうに言わ

れても答えようがありません。 

ということで、じゃあその資料で地域合意をしてくださいと言っても、それはなかなか難しい

んであって、やはり教育委員会、あるいは行政サイドがそこに計画を立てていただいて、行って、

まして小さい子供さん、今小学校とか中学校の親御さんよりも小さい、平成３４年という先の話

ですので、小さい子供さんをお持ちの方々の父母、あるいは区関係の方々の場所で集まっていた

だいて、今こういう資料を渡していただいて、こうなっていますよ、ああなっていますよという

お話をしていただいて、具体的な細かい話は聞かれたときに回答ができるような形で進めていか

ないと、これは一つの議会、会議といいますか、その中でまとまって、ずっと進行していって、

最終的に、はい、統合ですよ、皆さんというような形はよくないんじゃないかと。やはり下から

盛り上がってきて統合ができるようにしないと、これはなかなか難しい問題であると私は認識し

ておりますので、ぜひ行政サイドで出向いていって、今こうなってあります。今後こういう計画

を立てております。皆さん、地域内で、あるいはどう思われるのかご意見を伺いたいと言って出

向くのが私は本筋じゃないかと思いますけども、その点について、教育長どう思われるでしょう

か。 

議  長（田博文） 塩見教育長。 

教 育 長（塩見定生） 議員のご指摘につきましては、先ほど答弁させていただきましたように、私の考

えはそのとおりでございまして、もし地域等々でご質問があれば、出向くことについては何もや
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ぶさかではありませんので、よろしくお願いしたいと思います。 

また、具体的には教育次長のほうから答弁させていただきます。 

議  長（田博文） 小池教育次長。 

教育次長（小池信助） 私のほうからお答えさせていただきます。 

議員ご指摘の件につきましては、昨年来より教育委員会の基本方針につきまして、町政懇談会

等で丁寧にご説明をさせていただきました。その時点での教育委員会としての考え、町としての

考えを説明させてもらっております。今、その教育委員会の基本方針、町の方針につきまして、

子ども・子育て会議のほうで十分なご協議をいただきまして、ご意見等を今いただいているとこ

ろでございます。 

そうしたことを踏まえまして、町として具体的にどうしていくのかということをまとめさせて

いただいて、再編に向けて進めさせていただきたいと。そういうことが決まりましたら、また町

政懇談会等、何がいいのかわかりませんけども、丁寧な説明に回らせていただきたいというよう

な考えでおります。 

議  長（田博文） 田議員。 

８  番（田史郎） この前も子育て支援会議の傍聴に行きまして、いろいろと討論されていまして、

この統合についてもいろいろと会議を積み重ねてされております。まだまだ検討の課題が大変多

いなということを聞いておりました。できるだけそういうのを早く取りまとめていただきまして、

ある一定の具体的な、町民に知らせるというか、説明できる段階になりましたら、できるだけ早

く、平成３４年といっても、早くからずっとしていかないと地域合意ができませんので、そこの

あたりを取り組んでいただいて、住民にわかりやすく、不安がないように、また賛成していただ

けるというか、統合がいいなということが理解できるような形になるように取り組んでいただき

たいと思います。 

最後に、質問じゃないんですけども、各議員も一般質問でされました。家城議員とか江原議員

等ですか、有吉議員ですか、言われましたけど、１２月７日の子ども発表会で、小学生９名、中

学生３名、高校生１名の１３名の子供たちの心からのメッセージを拝聴いたしまして、大変、私、

感動した１人であります。これは、またＫＹＴで放映されることとは思いますが、それ以外に、

ぜひこれをＤＶＤか何か、多分、副本を作成されると思うんですけども、各学校において、ほか

の子供たち、あるいは全生徒にそのお話を拝聴というか、聞いていただく機会をつくっていただ

きたい。というのは、大変もう私感動しまして、すばらしい話でしたんで、ほかの子供たちも同

じように共有していただく必要があるということがありますんで、ぜひ各学校で時間をとって、

総合学習かどこかは別にして、各学年、あるいは各クラスでも結構ですんで、全生徒に聞かせて

いただいてほしいという要望をしておきますが、最後にその件だけちょっとお聞かせいただいて

終わりたいと思います。 

議  長（田博文） 塩見教育長。 

教 育 長（塩見定生） 子ども発表会にご出席していただきまして、子供たちのご意見をたくさん聞いて

いただきましたことにつきまして、本当に私自身も感謝しております。 

昨日も申し上げましたように、子供たちは、特に自分のテーマを統一したテーマで考えたわけ

じゃなくて、常日ごろの自分の思っていること、そして学校で習ったこと、社会を考えたこと
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等々をもとに自分で考えたことを、あのような舞台で発表してくれたというふうに思っておりま

す。 

ＤＶＤ等々の件につきましては、ちょっと不明確でありますけれども、できるだけ議員の意向

をくんでいきたいというふうに考えております。 

議  長（田博文） 田議員。 

８  番（田史郎） ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

これによって、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

議  長（田博文） これで、田史郎議員の一般質問を終わります。 

次に、３番、小牧義昭議員の一般質問を許可します。 

小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 皆さん、おはようございます。通告に従いまして、質問をさせていただきたいと

思います。 

人・物・金・情報の経営資源のカテゴリーから、６月定例会では「人」、とりわけ機構改革に

ついて質問をいたしました。９月定例会では「金」ということで、財政問題について質問をいた

しました。そこで、１２月定例会では「物」、公共施設等について質問をいたします。３月定例

会では、「情報」について質問を予定しております。 

これらの質問は、与謝野町という経営母体の経営資源を総論的に町長がどのように考えている

のかということを問うております。さらに、毎回の定例会で、山添町長が町長に就任し、与謝野

町をどのような町にしたいのかも問うております。与謝野町のグランドデザインを見える化する

ように求めております。なぜか。これらの経営資源を活用した経営戦略の立てようがないからで

す。また、町民には全く見えないからです。就任以来、９カ月がたとうとしております。何も見

えない閉塞感は、改選前よりもヒートアップしてきております。 

昨日の、我が会派、魅力の会の江原議員から、太田前町長は福祉、新しい町政を担う山添町長

はチャレンジの名のもとに人づくりとの話がありましたが、まちづくりは人づくり、ものづくり

は人づくり、人が輝いているときこそ魅力があると思います。魅力があるところへ自然と人が集

まり、たくさんの方が集まってきます。しっかりと町長のやりたいことを、ぼけることなくお示

しをしていただきたいというふうに考えております。 

さて、私は広報委員会で、去る１０月３１日から、勝浦町議会、大西議長様はじめ５名の広報

委員の皆様に、議会だよりの製作についてご教示をいただきました。総務文教厚生常任員会で、

１１月１０日から、愛知県高浜市、滋賀県多賀町の施設等運営について視察をいたしました。ま

た、個人的には、１１月１６日から福島原発近辺視察と、議会運営で先進的と言われる会津若松

市議会にお邪魔をし、議会のあり方について学び、そして人口が極端に増加をしているという富

山県舟橋村、石川県川北町の実態について、現地入りをし、担当課長様と情報を交換させていた

だきました。以上、視察研修を踏まえて、何が与謝野町にとって必要で何が不要なのかを確認さ

せていただいたところです。 

さらに、議会だより第３３号より、最終ページに「町民の広場」という記事記載があります。

ここには、町民のアイデア、意見、何のために、なぜ、どんな未来が描けるのか、イメージ図ま

で示されております。町民のストレートな提案であります。とりわけ、３３号、３４号において
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は施設管理運営に関するものでしたので、このたびの一般質問に絡ませて考えたいと思います。 

当該内容は、３３号では、「平日や休日に自由利用できる施設、図書館等はありますが、夜間

利用ができないため、夜間でも利用できる施設があればうれしい」、３０代女性です。３４号で

は、「何で岩滝には学童保育がないのだろう。岩滝にも学童保育をつくってほしいね」、５０代

女性です。そこで、公共施設等の総合管理について問うを質問いたします。 

平成２６年４月２２日、総務省、総財務第７５号、公共施設等総合管理計画の策定に当たって

の指針の策定についての通知書において、「厳しい財政状況が続く中で、人口減少等により公共

施設の利用需要が変化し、施設の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行い、財政負担を軽

減・平準化するとともに、適正配置が必要であり、速やかに公共施設等総合計画の策定にお取り

組まれるようお願いします」とあります。また、総合計画策定に当たっての留意事項として、

「行政サービス水準等の検討の中では、民間代替可能性など留意が必要である」と示されており

ます。 

さて、この通知に準拠し、質問をいたします。 

非常にモニターがこの議会にはございませんので、モニターがいただきたいというふうに思っ

ておりますが、質問いたします。 

与謝野町全土の地図でございます。１６０ある施設をピックアップさせていただきました。本

当にモニターがいただきたい。 

１つ目です。当町には１６０以上の公共施設がありますが、施設等として問題点はどこにある

と考えておられますかというのが１つの質問です。 

２つ目として、当町には１６０以上の公共施設等がありますが、施設等運営としての問題点は

どこにあると考えておられますかというのが２つ目の質問でございます。 

添付をしております資料につきましては、企画財政課よりいただいたデータをもとに、組みか

えの工作だけをさせていただいたところでございます。 

私もなんでございますけれども、言葉が早くて文言がわかりづらいと。難しい言葉を使うなと

いうふうによく申されます。町長の答弁も早過ぎて聞き取れないという意見もございます。ゆっ

くりとその回答についてお答えをいただきたい。第１回目の質問を終わります。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、小牧議員のご質問であります公共施設等の総合管理計画について問う

にお答えをいたしたいというふうに思います。 

その前に、先ほど小牧議員が冒頭におきまして、私の町政運営に対し、大きな理念がないとい

うことを申されました。しかし、私は選挙が始まる前、そしてこの選挙後においても、この議会

において、みんなの知恵と技術が響き合い、新しい価値観を創造することができるまちづくりを

進めていきたいという明確な町の方向性を出しております。また、それに伴い産業振興政策と教

育政策が重要であるという観点の中で、先ほど田議員のご質問にお答えをいたしましたように、

来年度予算編成に具体的な政策を盛り込む、そうした方向性で、現在、町政運営を進めていると

ころでございます。 

そうした中で、私の方向性がどのように住民の皆様方に伝わっているのかという点につきまし
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ては、まだまだ努力が必要であるというふうに思いますけれども、私は私の理念をもって方向性

を示しているということは明確にこの場で申し上げておきたいというふうに思います。 

そして、通告をいただいております質問に対しまして、ゆっくりと答弁をさせていただきたい

というふうに思います。 

まず、１点目の当町には１６０以上の公共施設等がございますが、施設等としての問題点はど

こにあると考えていますかについてお答えをいたしたいと思います。 

１６０を超える公共施設の問題点を簡潔に申し上げることはなかなか難しいというふうに思い

ます。しかしながら、その大きな問題点は、その数と管理運営のコストにあると考えております。 

現在、公共施設白書の作成に着手をしている段階で、概算の数字ではありますが、１６４の施

設で年間約１２億円の経費がかかっております。この数字は、既に長寿命化計画を作成しており

ます町営住宅分を除いた数字でございますので、それを加えますと、ざっと施設数は１８５ほど

になり、経費も約１，０００万円ふえる形でございます。現段階で全国的に比較できるデータが

まだまだ少ない現状でございますが、施設の数・管理運営コストともに高い水準であると認識を

しております。これは、与謝野町が合併団体であり、合併以後、公共施設の適正規模・適正配置

という議論が進まずに来ていることが大きな原因であると考えております。議員がおっしゃる総

務省の「公共施設等総合管理計画の策定に当たっての指針につきまして」、その中でも、合併団

体については「統廃合の難航等が課題となっており、早急に計画を策定することが望ましい」と

言及をされております。現在、保育所・幼稚園の統合、小学校の統合など、適正規模・適正配置

の議論も行っているというわけですが、総合管理計画の策定に当たっては、ほかの施設のあり方

についても言及をしていくことになります。 

現在、町が保有する公共施設をそのまま継続していくと、それらの管理運営経費だけではなく、

整備・更新をしていくにも多大な経費を要することになります。少子高齢化の影響による社会保

障費の増大により、公共施設の管理運営経費・投資的経費の抑制も図られるべき現状の中で、公

共施設の適正な配置・管理を計画していくことは、将来にわたる健全な行財政運営を考える上で

も必須の事項でございます。しかし、一方で公共施設は町民の皆様方の共有財産でございまして、

単に行政改革による削減だけではなく、町民の皆様の満足度にも応えるものでなかったらだめで

あるというふうに思っております。その財産を有効に活用し、輝かせることも重要な観点ではな

いかなというふうに私自身も思っております。 

次に、運営の問題点がどこにあるのかと考えているのかについてでございますが、先ほどから

申し上げていますとおり、公共施設の管理運営経費がかさんでいることが大きな問題であると考

えております。年間の施設管理に係る経費はざっと約１２億円でございます。一般会計決算の中

で約１０％を占めることになっております。利用状況や老朽化の度合いも見ながら適正規模での

管理運営を考えていくことが重要で、施設の廃止や運営形態を町直営から移行させることも考え

なければならないというふうに思っております。 

現在も公共施設の一部は指定管理者による管理を行うなど、一部民間活力も取り入れておりま

すが、将来的なコストを考えると、公共施設全てを直営で管理することは至難のわざであるとい

うふうに思います。行政が担えることは行政で、民間ができることは民間でという考え方は、公

共施設の運営においても重要であるというふうに思います。先ほど申し上げました町民の皆様の
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共有財産である公共施設を有効に活用し、輝かせることは、行政の力だけでは難しいと考えてお

ります。 

また、行政が管理をすることで、せっかくの財産が宝の持ち腐れになってしまうこともあるの

ではないかなというふうに思います。例えば、統合の議論が進む保育所や小学校、統合されて利

用しなくなる施設は単純に廃止をすることがよいのでしょうか。公共施設は立地もよく、構造も

しっかりしているものが多く、もし引き続き安全に使用できれば、こういった施設を活用しない

という話にはならないというふうに思います。そして、それが余りお金をかけない形で実現でき

れば言うことはございません。公共施設の今後を考える議論は日本全国で始まっております。こ

れらの事例も参考にし、そして町民の皆様のお知恵も結集をし、与謝野町に合った公共施設のあ

り方を議論していきたいと考えております。 

現在、公共施設等総合管理計画策定に向けての前段階である公共施設白書の作成を進めており

ます。この白書は、京都工芸繊維大学と一緒になって作成をしており、町民の皆様方がごらんに

なってもわかりやすい内容になるよう心がけていきたいというふうに思います。 

一方で、総合管理計画策定の手法についてはまだ思案をしているという段階でございます。ど

うすれば町民みんなで考えた計画にできるかということも、公共施設の今後を考える上で大きな

課題であると考えております。 

以上で、小牧議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） ここで１１時まで休憩します。 

（休憩 午前１０時４５分） 

（再開 午前１１時００分） 

議  長（田博文） 休憩を閉じ、会議を再開します。 

小牧議員。 

３  番（小牧義昭） それでは、第２質問のほうに入らせていただきます。 

まず確認をさせていただきたいと思いますが、今ご答弁をいただきました問題点を一定整理し

ておきたいというふうに思いますが、たくさんのご答弁の中があったんですけれども、まず施設

等の問題点につきましては、私が捉えましたのは、施設の数とコストが問題ということを１つい

ただいたかなというふうに思っております。それからもう１点、２番目の質問で、施設と運営に

ついての問題点につきましては、運営経費が問題だということをいただいたと思います。さらに

は、公営ではなく民営というのも考えなければいけないということをいただいたなというふうに

思っておりますが、その３点が問題だというふうにいただきましたけれども、それで間違いない

でしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま小牧議員が要約をしていただいたとおりでございます。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） それでは、まず第１の質問から順番に行きたいと思います。 

施設の数とコストが問題というふうに捉えられましたのは、なぜ問題だというふうに捉えられ

ているんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 
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町  長（山添藤真） 先ほど申し上げましたように、与謝野町は３町合併により誕生しております。旧

町ごとに施設をつくってきた。それが１つの町になったときに、果たして本当に有効に施設運営

ができているのかといったことが、１６０を超える公共施設の中でも問題点になっていくであろ

うというふうに思っております。 

そうしたことから、３町合併により誕生をした当町における公共施設の数、そしてその数にか

かっているコストというのは非常に莫大なものがあるというところだと思います。そうしたこと

を今後の公共施設のマネジメントにおいては整理をして、ある一定程度の整理、再考をしていか

なければならないというふうに思っております。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 施設運営ができているかという問題があると、先ほどの問題に対して、施設運営

ができているかという問題があると、それからコストが膨大だということなんですけれども、施

設運営ができているかというふうに思われるのは、なぜ思われるのでしょうか。それと、コスト

が莫大だというふうには、なぜ思われるのでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど申し上げましたように、なぜ、例えばこの施設の数が多いのか、そして、

なぜこの１２億円かかっているお金が多いのかということですけれども、一つ一つの施設が有効

活用されているならば、それは無駄ではないというふうに思います。しかしながら、先ほど申し

上げましたように、３町合併によりできた町でございます。庁舎につきましても３つある。また、

さまざまな施設も旧町ごとにあるといったようなことから、恐らくこうしたことを集約していく

ことはできるのではないかなというふうに考えているところでございます。 

そうしたことによりまして、ある程度の公共施設の数、また費用については削減ができるので

はないかなという予測でございます。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 施設が有効活用されているなら有効というふうに思われるのは、なぜそういうふ

うに思われるんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 閉鎖間近といったような施設もあるということから、そうした一定の整理をこの

８年間の中で行っていくべきであったというふうに思っておりまして、私が４月に就任をして以

降、町内の施設を回る中でも、ただ施設だけが建っているといったような状況も多々ございまし

た。そうしたことを見ながら、実感として思うところでございます。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 閉鎖間近の施設もあると。それから、８年間の間にその施設を整理する必要があ

るというふうにお感じになりましたのはなぜでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど申し上げましたように、繰り返しになるかもしれませんけれども、それら

の公共施設が有効に活用されていないのではないかということを思ったからでございます。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） コストが膨大だということをおっしゃいまして、それには削減が必要だというこ
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とをおっしゃったんですけれども、削減はなぜ必要なんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 公共施設にかかっているお金というものは、先ほど申し上げましたように１２億

円かかっております。これは、一般会計の約１０％を占める割合でございます。これからの当町

の財政状況を考えたときに、これらも見直しの範疇に入ってくるというふうに思っております。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） コストが１２億円かかるということでありますけれども、一般会計の１０％、こ

れ町民がいわゆる有効活用をしていれば有益だというふうに、先ほどの施設運営ができているの

かというと、なぜかということに対しての答弁で有効だというふうにおっしゃったんですけど、

そこがちょっと乖離しているんですが、そこはいかがですか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） まとめて申し上げますと、１６０ある全ての公共施設において、町民の皆様方に

しっかりと活用され、またその施設が地域にとって役に立っているのかということを考えました

ときに、私は疑問が残るというふうに思いました。それは、この８カ月間、あるいはこの与謝野

町に暮らし始めてから町内を回る中で、先ほど申し上げましたように、使われていない施設、ま

た閉鎖間近の施設があるということをこの目で見てきました。そうした中で、１２億円という経

費がかかっているということにつきましても、恐らく、そうした状況を鑑みますと削減すること

ができる、もっと有効な施設に生まれ変わることができるというふうに思っております。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 施設について、なぜを繰り返しお聞きをしておりましたけれども、では町長の対

策としてはどのようにお考えですか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） これも第１質問の中で申し上げましたけれども、そうした現在の公共施設の状況

について一定を整理する、これがまず第１段階でございます。その上で、民間に委託できること、

あるいは廃止をすることができる、そうした可能性があるのであれば、そうしたことに取り組ん

でいきたいというふうに思っております。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） それでは、この１６０ある施設を、いわゆる公共施設白書というのを作成され、

その中から廃止、あるいは民間へということをお考えなのでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） そのとおりでございます。そうした方向、例えば民間に委託をしていく、あるい

は廃止をしていくといったことについても、さまざまな方法があると、あるいは手段があるとい

うふうに思っております。そうした方法、手段を今後考えていかなければならないというふうに

私自身も思っております。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） それでは、民間へとか廃止とかというようなお言葉を頂戴いたしましたけれども、

それではいつまでにそれを実施される予定でございましょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 
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町  長（山添藤真） そうしたいつまでにという期限、あるいはどの施設をという施設、こうしたもの

を検討していくことがまず第一であろうということが、私が申し上げてきたところでございます。

そうした現状に立脚をしながら適宜やっていきたいなというふうに思っておりまして、今現在ど

の施設を、あるいはどの時期でということを明言することはできないというふうに思います。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） いつまでにを検討するんであれば、いつまでたってもできないんではないかなと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） そうしたことを判断していくために、現在、白書を作成しているというところで

ございます。この白書が完成をしましたときには、適宜判断をしていきたいなというふうに思っ

ておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） それでは、白書はいつごろにできるんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 今年度内に白書を完成させていきたいというふうに思っております。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） それでは、今年度内ということですので、３月末までということで確認をさせて

いただきました。 

ところで、この白書につきましては、主要部門、あるいは協力部門、あるいは関連部門という

のはどの部門でされる予定でございましょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 全てでございます。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） それでは、第２の質問の運営についてに、ちょっと質問を変えさせていただきた

いと思います。 

運営についてということで、運営経費が問題だということでございましたけれども、重複する

かもわかりませんが、本当は経費だけではなく、ほかの問題がたくさんあるだろうというふうに

思われますが、町長のお考えは運営経費が問題だということでございましたので、それだけを取

り上げて質問をしたいと思います。 

運営経費が問題だということですけれども、先ほどご答弁をいただきました、年間のいわゆる

維持管理経費というのが１２億円ほどかかると、一般会計の１０％を占めるのでということでご

ざいましたけれども、それ以外にこの運営について問題があるというふうにはお考えではないで

しょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） その施設を管理していく手法、あるいは方法についてもこれから検討をしていか

なければならないというふうに思います。 

この、なぜこれから検討をしていかなければならないというふうに申し上げますと、先ほど申

し上げましたように、より有効に施設を活用できる、利用できる方法があるのではないかという
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ところでございます。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 民間で運営ができるというふうなお気持ちがあるということでございますけれど

も、それはどういった観点から民間で運営をしたほうがいいというふうに思われるのかというと

ころをちょっとお聞きしておきたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 現在１６０ある公共施設のそれぞれの特性、背景にもよりますけれども、そうし

た施設を活用することによって、より町にとって、あるいは住民の皆様にとって有益な事業を起

こすことができる、あるいは、そうした取り組みをすることができる拠点として、例えば公共施

設のあり方についても検討ができる部分もあるのではないかなというふうに思いまして、民間の

活用というのは、そうした範疇の中でのご提案でございます。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 有益な事業というふうに今お話が出ましたけれども、有益な事業というのは、私

が考えますのには、町民の受益、いわゆる受けるサービスの向上だというふうに思うんですが、

町長の考えはいかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど町民の皆様のためになる、あるいは地域のためになるというふうに申し上

げましたのは、そういう意図も含んでのことでございます。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） とすれば、逆説からいきますと、住民のためになっていない部分があるというふ

うに思われるんですけれども、そういったところはどこにあるんでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） これも先ほど申し上げたんですけれども、例えば閉鎖間近の施設、あるいは、た

だ施設が建っているだけという施設もございます。そうした施設を残していくことが、住民の皆

様のため、あるいは地域のためになるのかというふうに自分に問うたときに、それはそうならな

いというふうに思います。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 質問が混在しておりますのでわかりづらくなっているんですけど、運営について

ちょっとお聞きをしております。施設そのものを廃止するとかしないとかということではなく、

今現在あります施設そのものの運営というところを質問しておりますので、その運営のあり方の

中で有益な事業とはということをお聞きし、そしてその運営の中で、今、有益な事業、町民のた

めにサービスの提供ができていないというようなことがあるのかどうかというところをちょっと

お聞きしているわけです。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 運営の方法、あるいは手段についても、現在のあり方だけではなくて、例えば指

定管理を進めていくこと、あるいは施設に民間活力を導入していくこと、そうしたことは必要に

なっていくのであろうというふうに思います。そうしたときに、よりその施設に応じた運営のあ

り方というものが私はあるのではないかなと、その可能性を探していくべきではないかなという
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ふうに思っております。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 民間に委託をするということも視野に入れてということが対策のように聞こえる

んですけれども、それで考え方というのは間違っていないでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） それも一つの手段であるというふうに思います。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） それでは、民間のほうへ移行していきたいという部分も一つの手段としてありま

すよということでございました。 

冒頭、第１質問のところで、視察研修をしてまいりましたアウトソーシング会社の状態を目の

当たりにして、私自身もびっくりをしておりました。といいますのは、窓口におけるいわゆる町

民へのサービス、住民へのサービス、受付の窓口ですので、源泉徴収票の発行から印鑑証明の発

行から、そういったものが全てアウトソーシング会社でなされたりしているということでござい

ました。さらには、守秘の義務を課せられる、そういった教育というのもアウトソーシング会社

で行い、それによって住民がスピーディーに受益を得るというようなことがなされているという

ことをお聞きし、びっくりをいたしたところでございます。 

そういった中で、これまでそこの総合サービス株式会社におきましては、人件費の圧縮、これ

は私はいいとは申しませんけれども、人件費を圧縮して、財政余力も非常に潤沢な市でございま

したけれども、そういった先進的なことを実施されております。 

今、町長がおっしゃられました経費の面、それから住民サービスの面、そういったところを考

えますと、そういったことが横の京丹後市でも実施をされているところでございますけれども、

そういった考え方があるのかないのか、お聞きをしておきたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま議員がご紹介をされました高浜市の件につきましては、私自身も４年前

ですか、視察を行いました。その当時は、その手法の新鮮さに驚いた記憶がございます。そして

数年後がたった現在、小牧議員をはじめ、常任委員会の皆様方がご視察をなされたというふうに

お伺いをしております。 

そうした中で、非常に取り組みが進んでいるというお声をいただいておりますので、そうした

ことも含めて、今後、公共施設のあり方については検討をしてまいらなければならないというふ

うに思っております。 

いずれにいたしましても、この公共施設のあり方について、なぜ検討しているのかという点に

つきましては、全ては住民の皆様方に提供するサービスをどのように向上させればよいのかとい

う観点でございます。こうしたことを踏まえて、町民の皆様方ともこの公共施設のあり方につい

ては議論をさせていただきたいというふうに私自身も思っておりますので、そうした方法につい

ても若干ご紹介申し上げておきたいというふうに思います。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） さて、この公共施設マネジメント白書ですけれども、千葉県の習志野市におきま

しては物すごくスタートが早うございます。スタート時点を、ちょっとインターネットをたたい
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ていただきましたらわかると思いますが、平成１９年から実施をされております。それから、さ

らには再生計画というのがございます。いわゆる公共施設のあいているところをどのように再生

をさせていくかということでございますけれども、その取り組みについても平成２２年から取り

組みがなされてきました。 

当町においては、なぜ、今、近々になってからこれをやらなければいけないような状況にある

のかということが、私はどうしても腑に落ちなくいるんですけれども、今現在、インターネット

をたたけばたくさんのデータが出てまいります。このマネジメント白書計画を策定された自治体

でありますとか、そういったことは出てくるんですけども、なぜこれだけ期間が開いて当町はお

くれてしてしまうのかということが腑に落ちないんですけれども、いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 私、２０１０年にこの議会に入らせていただきました。その私が議会に席がある

時代のころから、多田議員をはじめ、多くの皆様方が公共白書の作成について、あるいは公共施

設のあり方について、より進めていかなければならないというようにご主張をなされていたこと

を記憶しております。そうしたことを考えますと、その提案を受ける側、つまり行政のほうの対

応がおそかったのではないかなというふうに私自身も思っております。 

そうしたことを踏まえ、私が就任をさせていただいて以降、直後にこの公共施設のあり方につ

いては考えていこうという中で現在取り組みを進めているというところでございます。 

また、この公共施設のあり方を考える際に非常に重要になってくる点につきましては、いかに

住民の皆様方と協働できるのかというところだと思います。この協働の可能性について、私ども

はより積極的に住民の皆様方に提案をしていく、そうした責務が今あるのではないかなというふ

うに思います。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 行政側がおくれていたということの答弁でございました。 

そこで、早急にこのマネジメント白書をつくり、公共施設再生計画を実施していくということ

につながってこようかなと。この公共施設再生計画を策定することにより、いわゆる除去事業と

いうことにおきまして起債が発行できるというようなことにもなろうかなというふうに思ってお

ります。これは総務省のほうで確認をしました。ただ、起債ができるだけでありまして、それに

特例債の財源、特定財源が使えるかどうかというのは不明でございますので、また行政のほうで

調べていただきたいというふうに思っているところでございます。 

さて、当町の横の横にあります養父市でございますけれども、養父市におきましても公共施設

を、いわゆる旧学校を活用し、企業が利用して利活用しているということでございますけれども、

そういったところもこの公共白書マネジメントを策定する中で検討されていくのでしょうか。い

かがですか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま議員にご提案をいただいた件につきましては、そのとおりでございます。

公共施設をいかにリノベーションすることができるのか、そして住民の皆様方によりよい環境を

提供することができるのか、そうしたことについては積極的には考えてまいりたいというふうに

思います。 
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議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 積極的に考えていただくというよりも、積極的に実施をしていただきたいなとい

うふうに思っておりますが、さて、この前、法案が通りました「まち・ひと・しごと創生法」と

いうのがございます。その内容を私は見ておりますと、基本的な目的というところがございます

けれども、「人口の過度の集中を是正」、それから「地域で住みよい環境を確保」、それから

「活力ある日本社会を維持」、そういうことのために「まち・ひと・しごと創生本部」を創設す

るというふうにうたっております。そこの基本理念の中で、「地域の特性を生かした創業の促進

や事業活動の活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図ること」というふうに明示をされて

おります。 

この創生法ですけれども、私は４つというか、４つの責務というか、義務を課しているのかな

というふうに思っておるところでございます。一つには、国の責務ということが１つ。それから、

もう一つは自治体の責務。いわゆるこの行政側、与謝野町の責務。それから、さらには事業者の

努力義務ということと、もう一つは国民の努力義務という、この４つをこの法律の中では課せた

かなというふうに思っているところでございます。 

そういった中で、今、公共施設の廃止、あるいは利活用ということを鑑みますときに、この法

律からします、いわゆる施設を実施、策定をする自主責務を要する地方公共団体ということにな

っておるんですけれども、それぞれの立場でそれぞれがやっているのではなく、行政と、それか

ら事業者、いわゆる企業の方々、それから、さらには国民の努力というふうに挙がっていますけ

れども、町民も絡めて、この施設の、今、公共の施設ということで建物というイメージをしてお

りますけれども、この公共の施設には、当然に下水道の施設でありますとか水道の施設も入って

いるわけでございます。そういう意味で、この４つの観点から、一緒になってそのマネジメント

白書なり計画を検討していかなければならないというふうに考えておりますが、町長の考え方は

いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいまご紹介をされましたまち・ひと・しごと創生法の第１０条には、私たち

基礎自治体が策定をしなければならない、あるいは努力をして策定をしなければならない地域版

の戦略計画の記載がございます。この創生法の第１０条に基づきまして、私どももそうした取り

組みを進めてまいりたいというふうに思っております。 

そうした中で私自身も重要視していきたいというふうに思っておりますのは、地元の雇用をど

のように生み出していくのか、そうしたことでございます。これらの検討を進めていく中で、公

共施設をいかに利活用できるのかという点につきましても検討してまいりたいというふうに思い

ますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたしたいと思います。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） このまち・ひと・しごと創生法、本当に一体となってやっていかなければならな

い法律だというふうに思っておりますし、これ努力というような、計画書も努力というふうに書

いてございます。努力とはいうものの、策定義務を課せるような雰囲気ではございますけれども、

要は町がよく言われる、「与謝野流」というふうに言われますけれども、与謝野流の町のいわゆ

る創生案を策定していくということが必要であるというふうに定められておりますし、それを実
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施していかなければいけない責務を負っているということになろうと思います。 

ただ、この法律ができる前に、もうたくさんの自治体ではこういった取り組みに行動を起こし

ているということであります。といいますのも、先ほどご紹介をしました養父市なんかは、もう

既にそういった取り組みを前提に置きながら整備をしてきているということがあるということで

ございます。 

そして、さらに同じ同日に法律が制定をされました「地域再生法」というのがございます。地

域再生法の第５条の中に新たな措置の提案ということで、改正案ですね、「地域再生計画の認定

の申請をしようとする地方公共団体は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のため、政府が

講ずべき新たな措置に関する提案をすることができるものとすること」というふうに記載をされ、

そして第７条では、「地方公共団体は地域再生計画の認定の申請をしようとするときは、あわせ

て次に掲げる計画を提出することができるものとする」という第７項に、「観光圏の整備による

観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法第４条第１項の規定により作成した観光圏計画」とい

うのがあります。さらには第２項で、「内閣総理大臣は、１に掲げる計画の提出があったときは、

当該計画の実施が地域再生計画の実施による地域再生の実現に与える影響を考慮し、地域再生計

画の認定を行うものとする」というふうにございます。 

こういった法律が制定をされ、各自治体ではもう既に動き出しているというか、もう行動が行

われているということでございますけれども、早期な白書を作成していただき、そして町民が利

活用ができる公共施設の有益な計画をつくっていただきたいというふうに思っておりますが、い

かがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど、本年度中に公共施設の白書につきましては作成をするというふうに申し

上げました。そうしたことによりまして、この与謝野町の公共施設の現状、またこれからどのよ

うに展開をさせていかなければならないのかといったことについても、住民の皆様方に徹底して

周知をしてまいりたいというふうに思います。 

また、先ほどまち・ひと・しごと創生法のお話の中でございました地方版の戦略計画でござい

ますが、私どもも努力義務というものの策定をしていく方向性で考えてまいりたいなというふう

に思います。 

また、この法案が通過したのは１１月２１日だったわけでございますけれども、私が町長に就

任をしたのは４月１６日でございます。この４月１６日からの動きも踏まえた上で戦略計画は立

案をしていきたいというふうに思っておりますので、その点についてもできるだけ早く皆様方に

ご提示できるよう頑張りたいというふうに思います。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） できるだけ早く作成をしていただきたいというふうに思っております。 

そういった中で、この地域再生法ですけれども、末尾の第１２条にあるんですけど、職員の派

遣要請またはあっせんというところがございます。「地方公共団体の長は、地域再生計画の作成

または地域再生を図るために行う事業の実施等のために必要があるときは、内閣総理大臣に対し

内閣府の職員の派遣を要請し、または関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めること

ができる」というふうになってございます。 
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要は、地域再生計画の作成、前回の誰かの答弁で、企画財政課の人数が少ないと、かなりの労

力を費やしているというようなことの発言がございました。そういう中で、こういった職員の派

遣の要請、あっせんというのが法律で明文化をされたということでございます。その点について

は、かなり厳しい、いわゆる人員が不足をしているということだろうというふうに思っておりま

すので、この辺の考え方についてはいかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま議員がご紹介をされているのは、日本版のシティーマネジャー制度、そ

して日本版のコンシェルジュの制度であろうかなというふうに思います。こうした制度につきま

しては、私どもも検討を重ねてまいりました。その結果、本年度につきましてはシティーマネジ

ャー制度の派遣要請を行わないということを決定しております。しかしながら、コンシェルジュ

の制度につきましては活用してまいりたいなというふうに思っているところでございます。 

また、なぜこの国家公務員の派遣、あるいは民間人、大学の人材の派遣要請をしなかったかと

いいますと、もともと私どものほうでそうした計画を策定しておりまして、既にお声かけをさせ

ていただいている、そうした人材がいるということを勘案しながら、今回はシティーマネジャー

制度につきましては見送ったという経過でございます。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 趣旨はよくわかりました。しかしながら、地域再生計画というこういったものを

提出していく中では、やはりたけたというか、たけたというのはこの分野にたけたという意味で

ございます。この再生計画作成をするがためにたけた、そういった方のあっせんがあるというこ

とでありますと、こういった法律が通るということは、当然にしてそれの裏づけである財源措置

というのが行われるわけでございますので、そういったものについては少し要請をする、検討す

る余地があるのかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま議員がご紹介をされましたのは、シティーマネジャー制度を活用しての

国家公務員の派遣に関しての費用については、私ども基礎自治体がお支払いをするというところ

でございます。 

また、法律に基づいた戦略計画を策定して以後の政策に伴う財源確保につきましては、まだま

だ見通しが立っていないというところだというふうに思いますので、そうしたことにつきまして

は進捗を見守っていきたいというふうに思います。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 言い方がまずかったと思います。職員に対する財政措置ではなく、この計画を、

いわゆる地域再生計画を策定することによりまして、さまざまな計画におけるさまざまないわゆ

るその措置というのが発生してくる可能性があるのではないかと。私も調べたわけではございま

せんので、今現在あるかどうかはわかりません。けれども、こういったものが出てくるというこ

とは、通例にしてそういうようなことが行われてくるだろうと。例えば国交省の計画であります

とかにはさまざまな計画が予算要求の中には出てきておりますので、そういったものがこの法律

に絡めてたくさん出てくるのではないかなというふうに推察をされますが、いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 
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町  長（山添藤真） そうした可能性は大いにあるというふうに思います。 

しかしながら、私思いますのは、地方の戦略計画を練る段階で、私どもがどのような事業をし

ていきたいのかということを十分に考え、またお示しをしていく必要があろうかなというふうに

思います。そうした中で、政府の財源を獲得できるという余地があるのであれば、積極的に行っ

ていきたいというふうに思います。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） 今、町長のお言葉がありましたように、どのような事業をやっていくかというこ

とが重要だということでお話がございました。そのどのような事業というのを、先ほど来から答

弁がございましたけれども、それを町民の皆様方にわかるようにお示しをしていただきたい、そ

ういうふうに考えております。 

また、公共施設の利活用を踏まえて、この白書の作成と、それから統廃合もひっくるめて、そ

のあたりも検討を考えて実施をしていただきたい、かように思っております。 

これは、公共施設とは多少は絡んでくるとは思いますが、「空き家対策推進に関する特別措置

法」というのが同じように通過をしております。同じ日に通過をしておりますけれども、これに

ついては財政上の措置、税制上の措置というのが第１５条で制定をされております。これについ

ては、公共の施設、空き家については適用がなりませんけれども、民の空き家については適用が

なるというふうになっておりますが、そのあたりの考え方は、町長いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま議員がご紹介をされました法案につきましては、全てを吟味していると

いうわけではございませんけれども、基本的には町内にあります約５００の空き家、あるいは空

き店舗、空き工場につきましては利活用を進めてまいりたいというふうに思っております。そう

した推進をしていくに当たっての財源確保になるのであれば、積極的な財源確保を行っていきた

いというふうに思います。 

議  長（田博文） 小牧議員。 

３  番（小牧義昭） それでは、最後にこの公共施設白書、それから計画、町長が議員時代からあった

という話が出ていたということでございますので、すごくおくれていると、もっとねじを巻いて

スピードアップをしていただきたいというふうに思いますので、それを要求し、質問を終わりま

す。 

議  長（田博文） これで、小牧義昭議員の一般質問を終わります。 

次に、２番、和田裕之議員の一般質問を許可します。 

和田議員。 

２  番（和田裕之） それでは、議長のお許しをいただきましたので、事前通告に基づきまして、平成

２６年１２月定例会の一般質問をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

今回のテーマは２件であり、まず１件目は、この間の社会保障制度の改悪、いわゆる社会保障

制度のあらゆる分野は今後どのようになっていくのか。２件目は、今、進められようとしている

当町の機構改革について、この２件をお伺いしたいというふうに思っております。 

まず、１件目の社会保障制度の改悪についてでありますが、ご承知のとおり、昨年１２月５日

に自民・公明の与党は参議院本会議において、プログラム法案、いわゆる持続可能な社会保障制
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度の確立を図るための改革の推進に関する法律案、これが可決・成立をいたしました。衆議院・

参議院での審議過程で多くの問題点が指摘されたのにもかかわらず、十分な審議時間を確保する

こともなく、数の力で強引に可決・成立させたものであります。 

この法案は、一昨年に成立をした社会保障制度改革推進法がもととなっており、そもそも推進

法は、社会保障を自助・共助及び公助が最も適切に組み合わされる家族相互及び国民相互の助け

合いの仕組みだと描き、社会保障が国民の権利を国の責任で保障する仕組みであることを定めた

憲法２５条、これを否定するものであります。 

推進法を根拠に設置された社会保障制度改革国民会議の報告書では「公助」が抜け落ち、報告

書を受けて提出をされたプログラム法案では「共助」も消え去って、「自助・自立」を押しつけ、

まさに国民の権利を保障する国の責任を放棄し、自己責任を押しつけるものであると考えていま

す。 

プログラム法案は、医療・介護・年金など諸制度見直しに向けた方向性と法案提出時期、また

実施時期、これを定めたものでありますが、推進法で明記された消費税の目的税化や社会保障の

機能強化もプログラム法案には盛り込まれておらず、消費税増税とセットであった推進法からも

大きく逸脱している法案であると言わざるを得ません。税と社会保障の一体改革と称して進めら

れてきた一連の改革ですが、一体改革どころか、消費税増税とセットでの社会保障の大改悪とい

うのがその実態であり、消費税導入以来、この間、社会保障は切り捨て、これの連続であります。 

本年４月からは消費税が８％に増税をされ、増税分は社会保障にといいながら、医療・介護・

年金・生活保護など、あらゆる分野で社会保障制度は切り捨てをされ、国の責任を放棄、さらに

負担増の計画がされ、今の日本の社会保障制度は大きく解体されようとしております。史上空前

の負担増であり、住民のさらなる負担増、住民の暮らしにも大きく影響するものがめじろ押しで

あり、懸念するところであります。 

そこで、次の点について質問をしたいと思います。 

まず１点目、医療費の窓口負担はどのようになっていくのか。 

２点目、国保の都道府県単位化はどのようになるのか。 

３点目、介護「要支援」保険外しでどのようになるのか。また、問題点は。 

４点目、特養、いわゆる特別養護老人ホームの入所基準はどのようになるのか。 

５点目、生活保護基準はどのようになっていくのか。 

次に、２点目の機構改革についてでありますが、去る平成２６年９月１日の全員協議会におい

て、機構改革、これの修正案が示されました。新設する課においては、新たに子育て応援課、仮

称ですね、が示され、新設されようとする課は３課となり、機構改革後の各課の配置イメージ、

これも示されたとこでございます。 

また、本１２月定例会でも、機構改革事業として３００万円余りの補正予算が、各庁舎改修工

事等実施計画費及び野田川庁舎本館解体工事基本計画費として上程をされたところでございます。

目的としては、野田川町本館の閉鎖、地域振興課の廃止、３つの部署の新設を柱として、与謝野

町発足以来初の機構改革実施に当たるものというふうにされております。 

効果においては、消防・防災、交通安全、防犯に特化した防災安全課の新設、子育て応援課の

新設、各庁舎には地域振興課にかわる住民係が配置されるものだというふうに思っております。
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国でも、平成の大合併により市町村の面積が拡大するなど市町村の姿が大きく変化をしたこと、

これらを踏まえ、合併後の財政状況を的確に判断し、普通交付税の算定に反映するとされており

ます。このことを踏まえ、支所機能は重要な役割を果たしていることを考慮して検討する必要が

あるというふうに考えております。 

そこで、次の点について質問をいたします。 

１．この交付税算定はどのようなものか。また、当町にはどのような影響があるのか。 

２点目、この交付税算定を含めて機構改革を検討されているのか。 

以上で私の１回目の質問とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、和田議員のご質問の１番目であります、社会保障制度の改悪について

お答えをします。 

まず、１点目の医療費の窓口負担はどのようになるのかとのお尋ねでございますが、医療費の

窓口一部負担金については、法律上は７０歳未満の方は３割で、就学前の子供は２割となってお

ります。また、７０歳から７４歳までが２割、７５歳以上の方は１割となっております。なお、

７０歳から７４歳の方で、既に本年４月１日以前に７０歳になっておられる方は、特例措置によ

り、引き続き窓口負担は１割となっております。 

現時点でこれらの改正につきましては情報が入ってきておりませんので、改正はないものであ

るというふうに思っております。 

２点目の、国保都道府県単位化はどうなるのかについてお答えをいたします。 

昨年１２月に、持続可能な社会保障制度の確立を図るため改革の推進に関する法律案、いわゆ

るプログラム法案が成立をしたことにより、国民健康保険の運営を市町村から都道府県に移管を

すること、つまり国保の一元化が定められております。その後、プログラム法に基づき設置をさ

れる社会保障制度改革国民会議において、移行時期は平成３０年度までに一元化をすることにな

っております。また、財政運営をはじめとして都道府県が担うことを基本としつつ、保険料の賦

課徴収・保健事業などは引き続き市町村が担うことが適切な業務であり、都道府県と市町村が役

割分担を行うことが確認をされています。 

さらに、厚生労働大臣の諮問機関でございます社会保障審議会医療保険部会において、幾度と

なく国保の広域化、都道府県一元化についての議論がされ、本年１０月末に、都道府県が国保の

財政運営を担った後でも、国保税については分賦金方式のもと、市町村単位での保険税率を維持

していくことが大筋で合意をされましたが、その分賦金の決定方法など具体的な内容については

決定がなされていないというようなことだと思います。 

現時点では、これ以上のことは具体的にお示しできることがないような状況でございますので、

ご理解をいただきたいというふうに思います。 

３点目の、介護「要支援」保険外しでどのようになるのか。また、問題点はについてですが、

今回の法改正で、これまでの予防給付として取り扱われてきた介護認定要支援１、要支援２の方

が利用されている訪問介護と通所介護を、平成２９年度末までに介護保険制度の地域支援事業の

介護予防・日常生活支援総合事業に移管することが義務づけられることになりました。 



－125－ 

この介護予防・日常生活支援総合事業の実施に当たりましては、国は市町村に対し、住民主体

の多様なサービスの充実により、要支援者の状態などに応じましたサービス利用を促進し、高齢

者の社会参画の促進や介護予防のための事業の充実により、介護認定に至らない高齢者の増加と

効果的な介護予防ケアマネジメントと自立支援に向けたサービス実施による重度化予防の推進な

どにより、結果として費用の効率化が図られることを目指すとされております。 

現在、要支援認定を受けた利用者は、介護保険事業所として指定を受けている訪問介護事業所

と通所介護事業所のサービスを利用していますが、総合事業に移行した場合は、利用者の状態に

応じ、専門的なサービスを必要とする人は指定事業所が提供する専門的なサービスを利用し、専

門的なサービスが必要でない人はＮＰＯや民間事業所などが提供する掃除、洗濯等の生活支援サ

ービスやミニデイサービス、住民ボランティアや地域住民が主催をするサロンや運動教室など、

多様な担い手による多様なサービスを、多様な単価、そして低廉な単価で利用することができる

としております。 

議員お尋ねの問題点についてですが、これまで何度か福祉課長のほうから説明をさせておりま

すが、改めて申し上げますと、予防給付の訪問介護と通所介護を地域支援事業に移行するという

ことは、介護費用の額に一定の制限ができるということになると思います。 

現在の予防給付の仕組みは、介護度別の支給限度額が定められていますが、介護費用に上限は

設けられていません。しかし、総合事業に移行した場合は、費用の上限管理が行われることにな

ります。 

その算定方法については、前年度の介護予防給付の訪問介護、通所介護、ケアプラン作成費と

地域支援事業で取り組んでいる介護認定を受けていない一般高齢者などに対する介護予防事業の

合計費用額に、年度ごとに７５歳以上の高齢者の伸び率を乗じて得た額を前年度総費用額に足し

た額が当該年度の総合事業の上限額となるということになります。その場合、７５歳以上の高齢

者の伸びは、今後、毎年１％前後と推計をしていますので、費用の上限額は毎年１００万円程度

の伸びにしかなりませんので、国の考えるように低廉なサービスやボランティアによるサービス

に移行させなければ賄えなくなるということは明白でございます。 

社会保障費と保険料の増大を抑制するためのやむを得ない処置であるというふうに思いますが、

低廉なサービスやボランティアによるサービスの開発は容易とは言えず、非常に課題が多い改正

であるというふうに思います。 

４点目の、特養の入所基準はどのようになるのかについてですが、今回の改正により、特別養

護老人ホームの入所対象者は、原則要介護３以上の方に限定をされることになります。ただし、

要介護１・２の方で、次に申し上げます要件に該当する場合は特例的に入所対象者とすることが

できるということになっております。 

その要件でございますが、まず１つ目といたしまして、認知症であって、日常生活に支障を来

すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。２つ目に、知的障害・精神障害

などを伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。

３つ目に、家族などによる深刻な虐待が疑われることにより、心身の安全・安心の確保が困難で

あるということ。４つ目に、単身世帯である、同居家族が高齢または病弱であるなどにより家族

などによる支援が期待できず、かつ地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であるとい
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うことでございます。 

以上４点のいずれかに該当し、施設と保険者との間で必要な情報共有等をした上で、入所判定

の委員会において、介護の必要の程度や家族の状況などを勘案し、最終的に入所を決定すること

になります。 

５点目の、生活保護法の基準はどのようになるのかについてですが、生活扶助基準につきまし

ては、年齢・世帯人員・地域差による影響調整と平成２０年見直し時点以降の物価動向を勘案し、

平成２５年８月から３年をかけて段階的に見直しを行うということになっております。 

生活保護基準額の見直しの具体例が示されていますが、町村部の７０歳以上の単身者の場合は、

見直し前は月額５万９，１７０円でございましたが、３カ年で段階的に減額をされ、平成２７年

度には月額５万８，６１０円で、５６０円の減額となる見込みでございます。また、３０代の母

と子供１人の世帯の場合は、見直し前は月額９万４，８６０円でございましたが、平成２７年度

には月額９万３０円で、４，８３０円の減額となる見込みでございます。 

示されている具体例の中で一番影響が大きいと思われますのは、４０代夫婦と小・中学生の

４人世帯、いわゆる子育て世帯で、見直し前は月額１５万５，０３０円でございましたが、平成

２７年度には月額１４万１７０円で、１万４，８６０円の減額となる見込みでございます。 

次に、２番目のご質問でございます機構改革についての１点目、普通交付税の算定の見直しは

どのようになるのか。また、算定の見直しにより、当町にどのような影響があるのかについてお

答えをいたします。 

議員ご紹介のように、平成の合併により市町村面積が拡大をするなど、市町村の姿が大きく変

化をし、合併時では想定できなかった新たな財政需要が生じていることを踏まえ、総務省では、

平成２６年度以降、５年程度の期間において普通交付税の算定の見直しが行われることとされて

おります。 

特に、合併団体の支所は、住民サービスの維持向上、災害対応など重要な役割を果たしている

ことから、市町村合併による新たな財政需要として、地域振興費の中に支所に要する経費が追加

をされ交付税算定に反映をされるものであり、平成２６年度からほかの見直し項目に先駆け、

３カ年をかけて実施をされております。 

ほかにも、合併により市町村区域が拡大したことにより増加が見込まれる経費、例えば消防で

あれば、区域が広がれば、より守備範囲が広がり、消防車両をふやさなければならないというこ

とも考えられます。そうした増加が見込まれる経費についても算定に反映をしていくことや、交

付税算定に用いている標準団体の面積自体を拡大し、それに伴い標準団体の施設数を見直すこと

で単位費用に反映するなどの方法により、平成２７年度以降、順次交付税算定に反映をされるよ

うに聞いております。 

次に、本町に対しての影響でございますが、支所に要する経費につきましては一本算定に加算

をされるものであり、合併算定替えの需要額には加算をされないこととされております。したが

いまして、現在算定替えで算定をしている本町では、交付税額に影響はございません。 

ただし、一本算定に反映をされることにより、今後段階的に縮減される交付税の減額幅が狭ま

ることで、従来の見通しよりも緩やかな縮減となるものと考えております。去る９月定例会でお

示しをいたしました財政見通しでも、この交付税算定の見直しは反映をさせていただいており、
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完全に一本算定となる平成３３年度の普通交付税の額を比較いたしますと、支所経費を算定しな

い場合に比べ約４億２，１００万円の増となると試算をしております。 

次に、２点目の、この交付税算定を含めて機構改革を検討されているのかについてお答えをい

たします。 

今回ご提案をしております機構改革案については、支所に要する経費等交付税算定の見直しが

なされる前から検討をしており、この交付税算定を含めた機構改革ではございません。従来から

申し上げていますとおり、庁舎統合検討委員会の答申にあります野田川庁舎本館の閉鎖を軸に検

討を重ねてきた結果でございます。 

なお、支所に要する経費につきましては、本庁舎が所在する旧市町村の役場を除く旧市町村の

役場を支所とみなして算定をするため、当町で支所に要する経費にカウントされる支所につきま

しては、旧野田川町役場である野田川庁舎と旧加悦町役場である加悦庁舎の２カ所となり、野田

川庁舎本館を閉鎖したとしても、交付税の算定に影響はございません。 

以上で、和田議員への答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） ここで、昼食のため休憩します。午後１時３０分に再開します。 

（休憩 午後 ０時０６分） 

（再開 午後 １時３０分） 

議  長（田博文） 休憩を閉じ、休憩前に引き続き一般質問を続行します。 

和田議員。 

２  番（和田裕之） そしたら、２回目の質問に入らせていただきたいと思います。 

午前中の冒頭にも述べましたように、社会保障、こういったものがどんどんこうやって削られ

るというか、切り捨てられていく。こういうプログラム法案、これによって自助とか自立、こう

いったものが前面に押し出されてきているというふうに私は思っております。 

そこで、町長はこの社会保障制度といいますか、これに対してはどのような認識、どのような

ものであるべきかという、その点について、まず最初にお聞きをしておきたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） まず、第１回目の答弁によりまして若干訂正をさせていただきたい点がございま

したので、まずお知らせをいたします。３点目にお尋ねになられた件につきましてですけれども、

現在の予防給付の仕組みにおいて、「介護度別の支給限度額が定められていませんが」というふ

うに私申し上げたんですけれども、「定められていますが」の間違いでございましたので、訂正

のほど、よろしくお願いいたしたいと思います。どうも済みませんでした。 

そして、ただいまご質問をいただきました、私が社会保障制度のあり方についてどのような見

解を持っているのかということについてお答えをいたしたいというふうに思います。 

社会保障制度と一言でいいましても、非常に幅広い分野のことを内包しているというふうに思

います。私は、社会保障につきましては、大人から子供まで全ての階層において、できる限りの

支援をしていくことが望ましいであろうというふうに思います。これは、この議場にお集まりの

皆様方もそうであるというふうに思います。 

一方で、国の財政状況を鑑みましたときに、あるいは町の財政状況を鑑みましたときに、全て

の人たちが満足をしていただけるような社会保障の制度を完全に確立していくということについ
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ては非常に難しいことだと思います。そうした上で、どのような予算の配分、重点を置くのかと

いうことが恐らく議論の対象になってくるかなというふうに思いましたときに、私はできる限り

子供、あるいは子育て世代に対しての社会保障制度の充実については充実をさせていただきたい

というふうに思っておりますし、国の方向性といたしましても、これからの未来を担う子供・子

育ての世代においては、より一層の充実が求められるのではないかなというふうに思います。 

議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） 町長おっしゃいましたように、社会保障といいますか、お年寄り、そしてお子さ

ん、病人、けが人、障害者の方、失業者の方、こういった方が厳しい立場に置かれて、またつら

く苦しい生活をされている方、こういう方がいはる中で、そのような弱い立場、こういう立場に

置かれた人たちに最低限の生活、これを国がサポートをしていくということで私はあるんではな

いかという、このことは日本国憲法第２５条、こういったものにも規定というか、これによって

保障されている、こういうもんだというふうに思っております。 

社会保障制度というのは、まず世界ではイギリスから始まったというふうに言われており、

１６０１年、エリザベスⅠ世のもとでエリザベス救貧法、こういったものが制定をされて、この

法律によって老人や病人への税金からの生活費の給付が行われたというふうな理解をしておりま

すし、この日本でも、明治ですか、１８７４年に恤救（じゅっきゅう）規則、こういう法律が制

定されて、病人、老人、孤児、こういった方々に税金からお金を給付して公的扶助政策、こうい

うものが実施されたというふうに、これが日本の当初の社会保障制度であったというふうに私は

理解をしておるとこであります。 

こういった中で、今回の町長もおっしゃっていたように、このプログラム法案、この中では、

先ほども申しましたけど、この柱の大きな部分としては、個人の自助努力の喚起を促す仕組みと

いうか、こういうものが導入をされて、医療面ですね、この部分は。介護の部分でいくと、自助

努力ということも唱えられているという、こういう状況の中で、徹底した、言ってみれば自己責

任論、こういうものが入っている法律だというふうに私は思っており、病気や老い、これは個人

の努力だけでは解決できない、こういったものである。だからこそ医療・介護、こういったもの

を誰もが安心して受けられる、こういったものに国が責任を持って社会保障制度、こういうもの

を実施していただきたいなというふうに私は思っております。その点を踏まえて、先ほどの質問

から、また順次質問させていただきたいと思っています。 

まず、先ほどおっしゃいました１点目の医療費の窓口負担についてでありますけれども、先ほ

どおっしゃいましたとおり７０歳から７４歳の部分の方についての負担割合、これは先ほど２割

というふうに私は聞かせていただいたんですが、この点いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど第１回目の答弁で申し上げましたように、７０歳から７４歳までが２割、

７５歳以上の方は１割となっております。 

なお、７０歳から７４歳の方で、既に本年４月１日以前に７０歳になられておられる方は、特

例措置により、引き続き窓口負担は１割となっていますというふうに申し上げました。 

といいましたら、７０歳の方のみが２割負担ということになっているという状況でございます。 

議  長（田博文） 和田議員。 



－129－ 

２  番（和田裕之） そうしますと、今まで７０歳から７４歳までの方は何割負担であったのか、いつ

からこの２割負担、こういうことになったのか。その点のところがおわかりでしたらお願いをい

たします。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 詳しいことにつきまして、あるいは経過も含めまして保健課長のほうから答弁を

させたいと思います。 

議  長（田博文） 前田保健課長。 

保健課長（前田昌一） お答えします。 

７０歳から７４歳までの窓口の一部負担ですが、いつからということはちょっと記憶がありま

せんけども、法令上はあくまでも、もう前から２割ということになっておりました。 

先ほど町長が申しましたとおり特例措置がございまして、全て１割負担でこれまではお世話に

なっておりました。今年の４月１日から新たに７０歳になられた方から順次、２割負担に特例措

置を廃止して戻すということでございまして、現在７０歳の方が来年度７１歳になられましても

２割、今６９歳の方が新たに７０歳になられましても２割ということになります。以上です。 

議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） 今ご答弁いただいたように、もともとは、当初の２００８年ごろだったというふ

うに記憶しとるんですけど、この２割というふうなことで、今日まで特例措置で１割に抑えられ

ていたという。ところが、ことしの４月１日からは順次、誕生日が来られた方からということだ

と思うんですが、２割負担に実際上がったと。上がったというか、もとに戻ったという言い方を

すればもとに戻ったんですが、これは１割負担が２割負担になったというふうに理解をしており

ます。 

これは２００８年当時から計画されていたことではあるんですが、これは多くの反対意見、ま

た政治的な判断で、この６年間というものが１割に据え置かれたという、こういう経過があるわ

けであります。それに従って、その穴埋めとしては年間１，７００億円というふうにも言われて

おりますけれども、この２割負担になったことに対して、町長はどのようなご見解をされていま

すでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 窓口負担が２割になったということにつきまして、私がどのような見解を持って

いるのかということでございます。 

先ほど議員がご紹介になられましたように、この窓口負担の１割から２割に対しての増額とい

う面では、さまざまな政治的な判断があったというふうに思っております。恐らくこの判断のも

とには、高齢者世代に対しての負担を求める一方で、それ以外に社会保障のあり方として支出が

必要な分野、恐らく子供・子育て世代だというふうに思うんですけれども、そうした高齢者から

子育て世代に対しましての財源の配分が変わってきたというように私自身は印象を持っておりま

す。 

しかしながら、それが、私が今申し上げた印象が正しいものかどうかにつきましては、数値も

含めて私自身検証しておりませんのでまだわかりませんが、そういう印象を持っているというと

ころでございます。 
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議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） 年間１，７００億円ということで、確かに財源という問題もあるのかもわからな

いですけど、私はやはり社会保障というものは財源だけで片づけるべき点ではないというふうに

思っております。 

そこで、一方で現在というか、１割の負担でも高齢者にとっては大変負担であるというふうに

私は思っております。これは、ひいてはやっぱり受診抑制という事態が起こりかねない状況であ

るというふうに思っており、この自己負担をふやすことによって医療費抑制に有効かといえば、

そうでないという見識をされとる方もいらっしゃいますし、仮に外来受診が減っても入院医療費

がふえるという、こういった見解もある中で、やはりこの点は十分検討、議論していただいて、

これはやはり国ですとか京都府にも要望していっていただきたいなというふうに私は思いますけ

れども、その点いかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 今の日本の社会保障制度の現状、あるいは展望につきまして、私自身もさらなる

見識を深めていかなければならないというように思っています。そうした中で、担当課を中心に

議論を深めていくということについてはやぶさかではございません。 

一方で、先日、ある医師の方と交流をいたしました。その際に、私が非常に印象に残った、先

生がおっしゃられた言葉がございます。その中では、この地域の方々はより医療に対してやはり

敏感であるべきだと。すなわち、病気にかからないための予防医療により積極的にあるべきだと

いうようなことを申された医師がございました。私はそのとおりだろうなというふうに思います。

社会保障制度をいかに充実させたとしても、いずれにいたしましても病気になられる方、あるい

は介護を必要とされるということについては、その当人にとりましては非常に不幸なことである

というふうに思います。そうした社会から不幸なことを少しでも減らしていくためには、私ども

この基礎自治体レベルで予防医療に取り組んでいくという姿勢がより求められていくのであろう

というふうに思っております。 

そうした中で、今後の当町の保険行政を考えるときに、予防医療の充実についてはより一層の

啓発、あるいは取り組みが必要であるという認識を私自身は持っております。 

議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） 町長がおっしゃるように、確かに予防医療、これも大変重要なことだと思います

が、窓口負担がふえることによって、軽度の状態でやっぱりお医者さんにかかれば重症化をしな

くて済み、そしてまた入院医療費もふえないという、こういうこともあると思いますんで、その

辺のところを十分に検討いただいて、またよい方向に向かうようにしていただいたらなというふ

うに思っております。 

次、２点目の質問でありますけれども、国保の都道府県単位化、いわゆる広域についてであり

ますけれども、この広域化というのは国保自体を大きくする、こういったことがよいことだとい

う、こういう考え方を一般的に言われていますのは、本当にこの大きくすることによってよいこ

となのか、よいことの方向に向かっていくのかどうなのか。その点のところはどのようにお考え

でしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 



－131－ 

町  長（山添藤真） ただいまご質問の点につきましては、国保の都道府県単位化についてどう思うか

というところだと思います。 

この状況につきましては、まだ現在不透明なところが多いというようなとこで、その推移を見

守っていきたいというふうに思っております。 

私自身は、いかなる状況においても、例えばそうした都道府県から市町村への移管を伴う業務

があると言うなれば、その業務を適切に行うための体制を整えていくと。そうした観点に立って、

今後の見通しを検討してまいりたいというふうに思います。 

議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） １回目の答弁の中で分賦金の話等もありましたけれども。広域化にすることによ

って、今繰り入れしていただいている分、これができなくなるんではないか、こういうことも懸

念をされているわけであり、そうすることによって国保料が上がる。この点について、確かに今

情報が少ない中でもあるんですけれども、適切なとおっしゃいましたけども、やっぱり今後進め

ていく上で、その点のとこをどのように、わかる範囲でお願いしたいんですけど。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 現在検討されている段階ということで、私自身、その議論の経過を十分に把握を

していないということでございますので、担当課長のほうから答弁をさせたいというふうに思い

ます。 

議  長（田博文） 前田保健課長。 

保健課長（前田昌一） お答えします。 

一般会計からの繰り入れを分賦金に充てることができるかというご質問だと思います。 

この件につきましては、あくまでも想像の域を超えないんですが、実は、先般、担当課長会議

が京都府のほうでございまして、その中である市町村さんが、現在、国保が持っています財政調

整基金の扱いについて、考え方を京都府のほうに問われていました。そのときに、京都府の見解

としては、財政調整基金を分賦金に充て込んで保険料を下げることは可能であろうという認識を

持っておられました。そのことから想像しますと、基金のために一般会計から繰り入れをして分

賦金を下げるという手法も可能であるんではないかと思っております。 

議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） はっきりしない中での議論というふうになると思うんですけれども、全国の市町

村、先ほどおっしゃったように、この法定繰入金というのは全国的に見れば年間３，０００億円

という金額が投入をされており、その繰入額が一番多いのは、東京、神奈川、埼玉、こういった

首都圏の市町村であるというふうにデータが出とるんですけれども、こういった理由で国保料が

上がる、また住民の負担がふえる、こういったことがないように十分議論、検討をしていただき

たいなと、その点お願いをしたいというふうに思います。 

次の質問に入らせていただきますけども、３点目、要は介護保険の要支援保険外しですね。こ

のいわゆる要支援１・２の人向けの訪問介護サービスと通所介護サービス、これは平成２９年ま

でに市町村の地域支援事業に移管するという、こういったものであり、当町では、今のところで

いいますと４２０人ぐらいがいはるというふうに私は思っとるんですけども、この財源が不足す

る部分については、ボランティア、民間企業、こういった企業が提供する低価格なサービス、こ
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れにせざるを得ないという状況になるというふうに思っておるんですけれども、これ中央社会保

障推進協議会、全国の市町村にアンケートを実施した結果、３割の市町村、この市町村が移行さ

れても対応が不可能だと、こういうふうな回答をされておるんですけれども、当町としてはどの

ような見解なのか。この点お聞きしたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） この質問につきましては、過日の６月定例会でしたか、９月定例会でしたか、和

田議員から同様の質問をいただいております。その間の経過も含めて、福祉課長のほうから答弁

をさせたいと思います。 

議  長（田博文） 浪江福祉課長。 

福祉課長（浪江昭人） お答えをいたします。 

今アンケート調査の結果で、３割が取り組みが難しいということだったという数字を聞いて逆

に驚いておりまして、７割ぐらいが難しいという回答があるんではないかというふうに思ってお

りましたが、３割の中に当町は入るというふうに思っております。 

介護保険制度が施行されましてから丸１５年がたとうとしておりまして、そのうちの８年間、

約半分は私この仕事についておりますが、３年に１度の見直しということで、その都度いろいろ

な改正がされてきました。これまでにつきましては、何とかアイデアを振り絞りまして、また事

業所にもいろいろとご相談をさせていただく中で、制度改正について何とか乗り越えてこられた

なというふうに思っておりますが、今回の改正につきましては、私自身、本当にもうピンチだな

というふうに思っておりまして、非常に厳しい状況だというふうに思っております。 

いろいろと方策を今考えておるわけですけども、今、何とか１つ、高齢者の仕事づくり、それ

から高齢者の生きがいづくり、それから空き家活用、それに福祉をあわせたような新しいサービ

スを何とかつくりたいなというようなことで思案はしておりますが、それで全てが解決できると

いうことでは全くございませんので、この問題につきましては、今後事業所等にも相談をかけま

して何らかの方策をつくり出していかなければならないなというふうに考えております。非常に

厳しいというように思っております。 

議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） この点については６月議会でも質問させていただいたんですけど、私自身、非常

に心配というか、懸念をしとる部分であって、再度質問をさせていただいたんですが、あれから

以降、大変、担当課長にも苦慮していただいて、何とかこの取り組みが利用者の方のサービス低

下につながらないように、また市町村の格差、これが発生しないように十分、平成２９年度実施

になるかとは思うんですけれども、取り組みをしていただきたい、この点をお願いしておきます。 

次に、特養の入所基準、これは原則要介護３以上になったということでありまして、特例を先

ほどおっしゃっていただいたんです。それで、当町はこれに該当する要介護１・２、この方はど

の程度いはるのか。その点のところがおわかりでしたらお願いをしたいと思います。 

議  長（田博文） 浪江福祉課長。 

福祉課長（浪江昭人） 私のほうからお答えをさせていただきます。 

現在、要介護１の方が１７１名、それから要介護２の方が２２１名ございますので、約

４００名ということになろうかと思います。 
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議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） 答弁の中でもありましたように、この４００名の方がいはるということですけど、

認知症の方がおられたり、軽度であるけれども介護する人がいない、在宅で介護する人がいない

などさまざまな方がいはると思うんですけれども、こういった方が施設に入れないとか締め出し

というようなことが起こらないように対応をしていただきたいというふうに思っております。 

次の質問ですが、生活保護ですね。この点についてでありますが、やはり今数字を聞いていま

すと、４０代の方が、月でいいますとやっぱり１万４，０００円程度減額ということになると思

うんです。これは大変、非常に１割近い金額になると思うんですけど、負担とは言わないですね。

厳しい状況に置かれるなというふうに思うんですが、その点のところをどのようにお考えでしょ

うか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど申し上げました事例によりましたら、４０代の子育て世代に対しまして約

１万４，０００円の減額ということになろうかなというふうに思います。 

そうした中で、生活保護を受けておられる方々については非常に厳しい条件になりつつあるな

という印象を持っております。 

議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） 生活保護は憲法で保障された国民の生存権であって、最後のセーフティーネット

であるべきだというふうに考えております。いろいろとマスコミなんかでも、もう不正受給等で

問題もある点もあるかもわかんないですけど、やはり一部では水際作戦というんですか、本当に

受けたい人が受けられるように、当町の場合は京都府の窓口対応というか、京都府のほうでされ

ていますので、そういう人が適正に受給できるような対応、取り組み、こういうことを一層して

いただきたいというふうに思うんですけど、その点はいかがでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま議員がご指摘になられましたように、当町においては不正支給はないよ

うに、また本当に生活保護が必要であるという方につきましては、適正にそうした申請を受け付

けるようにしていきたいというふうに思います。そうした取り組みを重ねていくことが重要であ

るのかなというふうに思います。 

議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） 町長がおっしゃるんで、ぜひそのようにお願いをしたいと思います。 

２件目の質問に入らせていただきます。機構改革の問題でありますけれども、平成の大合併で

誕生した市町村を支援するため、ご紹介というか、言っていただいたように、２０１４年度から、

この役所というか、支所の数に応じて地方交付税を加算する方針というものが示されて、１支所

当たり、平均額が２億４，０００万円というふうな規定が、今現状、平成２６年度の見直し項目

なので、この点のところを今現状はそういうふうなことになっておる。例えば人口であったりと

か本庁からの距離、こういうものが今も一本算定になっている市町村はこういう基準があるんで

すけれども、当町はまだ平成３３年以降の話だというふうに私は理解をしとるんですが、この今

現状の見直し項目というか、この算定方式でいくのかどうなのか。その点のところをお願いした

いと思います。 
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議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 算定の方法につきましての詳細については、担当課長のほうから答弁をさせたい

と思います。 

議  長（田博文） 植田企画財政課長。 

企画財政課長（植田弘志） ご質問のところが交付税の算定の部分になりますんで、若干ややこしいこと

でなっております。といいますのが、本町につきましては合併しておりまして、現在合併算定替

えということで旧３町分の交付税で計算されて、通常より与謝野町単独というか、一本算定より

多くの交付税をいただいております。これにつきましては１０年間そのまま維持していただいて、

１０年以降に５年間かけてだんだんと少なくなっていきます。 

今の計算方法、先ほど議員がおっしゃいましたとおり、平成２６年度に見直しが今回されてお

ります。それで、支所の経費というのが織り込まれまして、先ほど言われましたように、所定区

域人口８，０００人程度で２億４，０００万円が加算されるということになっております。その

中に本庁からの距離とか、ほかの数値も入っております。それで、この加算される方式につきま

しては、一本算定になったときに加算されるということでございまして、今の与謝野町では合併

算定替えということで影響がないということでございます。 

それで、今まで、先ほども質問があったんですけれども、交付税が平成３３年になったときに

１２億円ぐらい減るという説明をさせていただいておったと思うんですけれども、今回この算定

替えがありますと８億円程度ぐらい、言うたら４億円程度減り方が少なくなるということになり

ます。ただ、これはその平成３３年度になったときに、下がり方が、１２億円下がっとったんが

８億円しか下がらないということなんで、今の交付税自体が変わるというようなことではござい

ませんので、ちょっと言葉でするとなかなかわかりにくいんですけれども、そういう計算方法が

今年度から取り入れられております。 

それと、町長のほうから答弁させていただきましたように、それ以外の経費につきましても、

平成２６年度以降の５年間かけまして見直しをされていく部分がありますけれども、現在のとこ

ろ、今の申しました支所の分だけ今年度見直されております。以上でございます。 

議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） 今、平成２６年度の見直し項目では、この算定基準では、３年間をかけて３分の

１ずつ段階的に加算という、こういうことになっています。最初おっしゃったように、当町では

４億２，０００万円程度増加というふうになっておりますけれども、これはどのような根拠から

この数字が出ておるんでしょうか。 

議  長（田博文） 植田企画財政課長。 

企画財政課長（植田弘志） 算出根拠でございますけれども、今ちょっと手元に持っておりません。 

先ほど町長から申しました３年間かけて４億２，０００万円程度ということでございまして、

今回といいますか、この平成２６年度の交付税につきましては１億５，０００万円程度、一本算

定したときに加算がされております。翌年度もまた加算されていって、３年間で４億

２，０００万円程度加算ということになっております。 

先ほど議員がおっしゃいましたその本庁からの距離とかあるんですけども、ちょっとその辺の

数字自体を持ち合わせておりませんので、ご理解いただきたいというふうに思います。 
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議  長（田博文） 和田議員。 

２  番（和田裕之） 国も住民サービスの維持・向上とかコミュニティー、そして災害対策、これに支

所機能というのが大変重要な役割を果たしているという、この点について着目した結果、こうい

うものができたというか、こういうふうなことになったというふうに理解をしております。 

当町でもその点を十分考慮して、今後また進めて、こういった機構改革を進めていただくよう

にお願いして質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

議  長（田博文） これで、和田裕之議員の一般質問を終わります。 

次に、１４番、簱毅議員の一般質問を許可します。 

簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、第６１回平成２６年１２月定例会に当たり、ただいま議長のお許しを

いただきましたので、かねて通告しております３点について一般質問をいたしますので、町長の

答弁をお願いいたします。 

まず、質問に入ります前に、去る１１月３０日には第３回与謝蕪村顕彰俳句大会が全国からの

参加を得て、盛会裏に終了し、特に選者の茨木和生先生、大石悦子先生から高い評価を受けられ

たことは、実行委員会委員長であります町長はもとより、教育委員会をはじめ、関係者の各位に

心から敬意を表しておきたいと思っています。次年度では、これらを教訓にさらに発展した開催

をお願いしたいと、このように思っております。 

それでは、質問に入りますが、既にもう多くの議員さんから、私どもが出しとるような重複す

るようなことの大分質問が出ております。重なる部分もあろうかと思いますが、どうかよろしく

お願いいたします。 

まず、第１点目の質問は、地方創生の取り組みと平成２７年度予算編成についてお伺いします。 

ちょうど昨年の１２月議会で、当時の山添議員が太田町長のローカルマニフェストについて鋭

く質問をされたことを思い出しておりますけれども、少し私も踏み込んで質問をいたす部分があ

りますので、どうかよろしくお願いいたします。 

この地方創生については、今回の衆議院選においても各党からいろんな考えが出されてきてい

ますが、この背景は、１年前、元岩手県知事で日本創成会議座長、増田寛也氏が「２０４０年地

方の消滅」という中央公論に発表をされました衝撃的なレポートによって、少子高齢化と一くく

りにしてはいけない、高齢者も消えていくという人口減社会の現実を突きつけられました。人口

移動が収束しない場合に、２０４０年に若手女性が５０％以上減少する。与謝野町も、人口が

１万人以上の市町村３７３市区町村に入っており、１万人未満の消える自治体５２３市区町村に

入っていないものの、今回の地方創生を最後のチャンスと捉まえる必要があると考えております。 

これまで地方が主役とさんざん言われてきましたが、なかなか浮上する機会がなかったと、こ

う思っておりまして、これまで大きなチャンスが２回あったと言われております。１回目は昭和

４８年の田中内閣の日本列島改造論、２回目は竹下内閣当時のふるさと創生事業で、各自治体

１億円が交付されました。旧岩滝町は、この事業を積極的に活用する中で温泉開発がされてきた

ことが岩滝町史から伺うことができます。このふるさと創生事業の中での数少ない成功例ではな

いかと、このように思っております。 

今回のこの地方創生は、今後の国の政策の柱になることであります。これは、この議会でもさ
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んざん議論がされてきましたことですが、地域の経済をよくすることは極めて大事であり、この

地方創生は経済の活性化を手段に位置づけられた、地方に仕事の場ができて、地域の若者たちが

そこで結婚し、子供を産み、子育てをし、教育をする、すなわち地方の人口がふえていく、この

基盤の構築を図ることが求められている、このように読み取ることができるわけであります。 

このような事業を考えるとき、これまでは、ややもすると、国のメニューに従って事業を選別

し市町村が実施する方向でしたが、この地方創生の取り組みには自分の町がどういうまちづくり

をするのかが厳しく問われると思っています。そのためには、国は多くの予算を確保し、名乗り

を上げる町を待っていると報じられております。どのような計画を温めてきているか、懸案のま

ちづくりについて国と協議する必要があります。 

既に、兵庫県北部では神鍋高原の集客事業として温泉施設の計画が発表されています。また、

国交省は重点の道の駅を選び、地域創生のモデル拠点にする方針が出されています。京都府北部

の道の駅は７カ所ありますが、シルクのまちかやについても、京都縦貫の延伸の中で、このまま

でいいのか検討の余地があると思っております。 

町長の阿蘇ベイエリア構想にしても、ＩＲ関連か地方創生に載せないと難しいと思っていると

ころでございます。既に地方創生にかかわっての事業計画等、素案の段階かと、このように思っ

ておりますけれども、現時点で発表できる構想がまとまっておりましたらお願いをします。 

現在、国からは、人口５万人以上のところには国家公務員が出向してきているところが多いわ

けでございますが、先ほど小牧さんのお話にもございましたが、本当に必要な５万人以下のとこ

ろにも中央の官僚を出すと、このように報じられております。地方の首長を支えるシティーマネ

ジャー制度も報じられていますが、町がやろうとする目的に合致する人材を逆指名してでも受け

入れを考えるべきだと思っておりますが、これについて町長の見解をお願いします。 

町長に就任されてから８カ月余り、将来に夢や希望を持つことができるような魅力あふれる町

を創生するために、今、国に要望する取り組みについてどのような指示を下にされておるのか。

このことがありましたらお願いします。 

次に、町長の公約の実現と予算編成への反映についてお伺いします。 

４月の町長選挙において、幾つかの公約が発表されました。住民の関心が深いものとしては、

保育料の引き下げについて言及されました。場合によっては無償化も夢ではないとの期待をされ

ている若い夫婦もありますが、残念ながら、現在の１億数千万円の財源の手当てがどうなのか、

それを新年度予算ではどう組み立てられるかが明確にされていません。町長の公約については長

期のものと短期のものがあろうかと思いますが、新しい視点で産業振興策の実現についても、世

界市場をトップセールスで視野に入れた取り組みをうたわれています。また、町長の給与や退職

金の減額にも触れられていますが、新年度予算の中でどう措置されるお考えなのか。公約で、予

算にかかわることでどう実行されるのか、このことについてお伺いをします。 

平成２７年度予算の概算要求といいますか、各課からは既に予算案が出されていると思ってい

ますが、立候補された時点での構想や選挙の中でまとめられた要望もあろうかと思っていますが、

重点施策としてはどのようなものを考えておられるのか、支障のない範囲でお願いをいたします。 

次に、２点目の質問は平成２８年春の全国椿サミットについて、現在時点での計画をお伺いし、

若干の提案をしておきたいと思っております。 
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今週、愛媛県松山市で開催された第２６回大会の復命書から盛会裏の様子を拝見したところで

すが、平成２８年春ですから、もう１年とわずかしかありません。残された期間はないと思って

おります。当初、私はこの取り組みを太田町長が表明されたときは、これは町長のリップサービ

スかフライングではないかと、このように思っていましたが、ここまで来ますと、何としても成

功させなければなりません。まず、町長にお尋ねしておきたいのは、この与謝野町での開催の目

的について、いま一度お伺いをしておきます。 

滝の千年ツバキは、昭和６３年、当時、森林開発公団の造林調査に訪れられた富山興業株式会

社の加茂社長によって世に出すことができました。東京帝国大学薬学部の薬学博士、京都園芸倶

楽部の評議員でありました渡邊先生によって、樹齢１，２００年、クロツバキの原種との鑑定が

され、先生の知友でありました、当時、京都府出納長の松尾賢一郎さんのお力添えもあり、平成

元年には京都府天然記念物、新・きょうと名木１０選にも短期間の中で指定をされてきました。

また、この渡邊先生からの貴重なツバキのコレクションの寄贈により椿資料館が建設されてきた

経過があります。この来館者の中には、つい先ほど訃報のありました菅原文太氏の奥さんとか、

ジャイアンツ元監督であった広岡監督の奥さんとか、ツバキの愛好家や俳句、短歌に趣味にある

人、多くの人を引きつけています。 

私は、全国椿サミットの参加経験はないのですが、富山県井口村、現在は南砺市になっており

ますけれども、ここがツバキの村として全国的に有名で、いのくち椿館をはじめ、ツバキの特産

づくりのことが進んでまいっております。この村にはベトナム原種のツバキが８０を超える種類

があったと、このように記憶をしております。かつてはこのツバキが取り持つ縁で、井口中学校

から加悦町に修学旅行に来ていただき、加悦中の生徒と交流が深まったときもありました。現在

では、南砺市椿まつりが盛大に毎年行われています。 

与謝野町で開催する全国椿サミットは、夏季の俳句大会が全国大会としてはあるわけですが、

これが初めてで最後になる全国サミットではないかと思っております。しかも、全国から

１，０００人規模の愛好家や自治体関係者を迎え、喜んでいただくためには大変な準備が必要だ

と思っています。全国に情報を発信しなければなりません。 

１９９０年、大阪の鶴見緑地で６カ月間開かれました花の万博に協賛をして国際ツバキ大会が

舞鶴総合文化会館で開催をされて、歴史を語る生き証人として、巨木のツバキということでＰＲ

していただきましたが、千年ツバキまで足を延ばしていただく団体はありませんでした。舞鶴に

はかつての西武農場があり、大変な数のツバキがありますので無理はなかったと思っております

が、１本のツバキとして、これをどういうやり方が考えられるのか知りませんが、私なりに少し

提案をしてみたいと思っております。 

私は、メーンゲストに、タレントでもあり、芸術家として有名で知られている片岡鶴太郎氏が

最高と思っておりましたが、今年の松山大会での記念講演をされているということで記録に載っ

ておりますので、この片岡鶴太郎氏が描かれた、我が町の千年ツバキに感動して描かれたという

「千年白梅」、「千年桜」を描き、花の三部作として１０年ほど前にフランスのパリで海外初の

個展として紹介されたことがあると聞いています。この千年ツバキは、光源氏を描いた話題の映

画、「千年の恋 源氏物語」のために描かれて、軸装して４メートルの高さがあると言われるも

ので、ちょうど山添町長がフランスに滞在の時期ではなかったかなと、このように思っておりま
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すが、パリで大変な人気を博したとあります。 

なぜ私がこのことを提案するかと申しますと、片岡鶴太郎氏の知り合いの方からこの話を聞き

ました。加悦庁舎に展示するために描かれたようなものだがと聞いていたからです。この花の三

部作をメーンの展示とするとともに、パリのフラワーアーティスト、クリスチャン・トルチュ氏

を記念講演に招請し、山添町長だからできる情報発信を国際的にすることで町を元気にすること

ができると思っています。 

いま一つは、向日市の市立図書館にも渡邊先生が寄贈された１，０００点を超えるツバキのコ

レクションが常設展示をされていますので、ぜひ借りて展示をしてほしいと思っています。 

また、９月の決算質疑の中で、海フェスタ京都の祭典に関連して、秋篠宮ご夫妻のおなりの例

から椿サミットに皇族をと申し上げましたが、あわせて現在時点での椿サミットの構想について

計画がありましたらお願いをいたします。 

また、合併以降、余り使われていませんが、滝の千年ツバキのシンボルデザインとマスコット

キャラクターが４００点を超える応募の中から選定をされてきた経過があります。これらをどの

ように使うことを検討されているのかお伺いしておきます。 

また、我が国化粧品のトップメーカーである企業に「花椿会」という愛用者組織がありますが、

これは鳥取県松江市のクシナダヒメが祭神という八重垣神社に「連理の玉椿」と言われる二股の

ツバキがあり、これが花椿会のマークになっていると神社の関係者からは聞いております。この

椿資料館の大きなポスターが展示されていることもあります。こういったトップ企業の支援もあ

れば、これも必要ではないかなと、このように思っております。 

３点目の質問は、温泉熱の利用構想について計画づくりの必要があると考えております。 

かつて全国の町や村で、今、町や村で何があったらいい、何が欲しいというアンケートがされ

たことがございます。多くの町で、「温泉が欲しい」というアンケートが報じられたことがあり

ます。また、第１の質問で申し上げました、この岩滝温泉はふるさと創生事業の数少ない成功例

だと思っています。合併した与謝野町では温泉があることになります。岩滝町は、平成３年

１１月に完工式がされています。湯の温度は、京都府下最高の５８．５度、湧出量は毎分約

１１リットルと公表されています。しかし、現在、この温泉が町民の福祉、産業に十分貢献して

いるかといえば、クアハウスと温泉スタンドはあるものの、温泉はあるという範囲にとどまって

いるんではないかと、このように思えてならないわけです。 

これまでから不思議に思っておりますのは、あれだけのエネルギーがありながら、浴場やプー

ルだけに利用され、例えばあのクアハウスの建物の冷暖房は全部重油をたいているのですから、

この豊富な泉源を無駄にせず、最大限有効利用する必要があると考えております。どうも町の考

えていることはなかなかうまく組み合わないなと思っている一つの例ですが、旧岩滝町で温泉が

活用されてから２２年、現在高温の温泉や温かいまま捨てられている廃湯、余剰熱はどのように

処理されているのか。現状についてお伺いをします。 

国は、今の時代背景の中で、温泉熱利用のプロジェクトとして、ヒートポンプによる施設の冷

暖房、ロードヒーティングのプロジェクトが組まれていると報じられています。そのためには新

エネルギーとして活用する構想が必要でありますが、町はいろんなところで省エネや化石燃料を

減らしてＣＯ２の削減目標が立てられていますが、この温泉を環境に配慮したものにすることこ
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そ目標の達成が可能になると考えています。これについても、国の低酸素社会の構築を目指す取

り組みに貢し、温泉や地中熱を生かす、この構想についての取り組みが必要だと思っていますが、

町長のご所見をお願いいたしまして１回目の質問を終わりといたします。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、簱議員のご質問に順次お答えをしてまいりたいと思います。 

１番目の、地方創生と平成２７年度予算編成を問うでございます。 

まず、１点目に、最後のチャンス、地方創生への対応についてでございます。 

１１月２１日に、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯どめをかけるとともに、

東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保し、将来にわたっ

て活力のある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的か

つ計画的に実施することを定めましたまち・ひと・しごと創生法、地域再生法の一部を改正する

法律、いわゆる地方創生関連２法案が成立をいたしました。 

まち・ひと・しごと創生法の中では、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案し、当該市町村

の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策について基本的な計画を定めるよう

努めなければならないと町村の努力義務が掲げられています。私といたしましても、法案の趣旨

に沿い、与謝野町の戦略計画について定めてまいりたいと考えております。現在、その戦略を策

定するために、当町の人口について詳細を取りまとめ、分析を行っているところでございます。 

２点目は、公務員の派遣要請、もしくはシティーマネジャーの受け入れを考えるべきであると

いうご提案でございます。 

過日、まち・ひと・しごと創生本部事務局より、地方創生に積極的に取り組む市町村に対し、

意欲と能力のある国家公務員や大学研究者、民間人材を首長の補佐役として派遣し、地域に応じ

た処方せんづくりを支援するため日本版シティーマネジャー派遣制度、また地方創生の取り組み

を行うに当たり、地方活性化統合事務局と各府省庁に窓口を設置し、担当部局などの紹介を行う

ことで、国が積極的に相談・支援するための体制を構築していくため、地方創生コンシェルジュ

制度を創設する旨の通達がございました。 

私たちとしても、受け入れ申請をするか否かを検討いたしました結果、日本版シティーマネジ

ャー制度については申請を見送り、地方創生コンシェルジュ制度については申請をしているとい

うところでございます。今後、内閣府において調整が行われるというふうに伺っており、その結

果を待っているという状況でございます。 

次の、第３点目に町長の公約と予算への反映、４点目の平成２７年度の重要施策については関

連をいたしますので、一括してお答えをいたしたいと思います。 

私は、さきの選挙戦を通じ、６つの公約を掲げております。新しい視点で産業振興策を実現し

ます。観光振興・交流人口の促進を実現いたします。地域密着型の福祉政策を実現いたします。

新たな視点での子供・子育て支援策を実現いたします。未来を見据えた教育施策を実現いたしま

す。最後に、徹底した情報の透明化、どなたでも参画できる町政を実現いたしますでございます。

これらの方針に基づき、現在、予算編成作業を進めているところでございます。 

午前中の田議員のご質問にも重複をいたしますが、よりゆっくりということもございました
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ので、来年度当初予算編成の重点政策を、同様の見解になると思いますけれども、申し上げたい

というふうに思います。 

与謝野町が未来にわたり持続可能な町であり続けるためには、町民の皆様だけに頼るのではな

く、町民の皆様をお支えするだけではなく、私たち行政もより一歩を踏み出し、町民の皆様とと

もに挑戦をしていかなければならないと考えております。この認識のもとに、来年度予算編成に

おいても「チャレンジ」を大きなテーマに掲げております。 

本年４月に就任をして以降、町の将来像でございます「水・緑・空 笑顔かがやくふれあいの

まち」を実現していくために、みんなの知恵と技術が響き合い、新しい価値を生み出し続けるこ

とができるまちづくりを進めており、特に重点を置いてきたのは産業振興政策と教育政策でござ

います。来年度においても、引き続き重要視してまいりたいというふうに考えております。 

まず、この２つの分野において基本的な認識と来年度予算編成への反映を検討している具体的

な政策につきましてご説明をいたしたいと思います。 

当町は、全国的にもまれに見ます企業の勃興地域であり、その基幹を担っておりますのは、織

物や農業をはじめとするものづくり企業、または生産者の方々でございます。この土地で生み出

されるものにつきましては、全国的にも高い評価を得ている製品や農作物などの素材でございま

す。その素材に新しい観点で創造性を加えていくことにより、高い付加価値を創出するための仕

組みや政策を整えていきたいと考えております。すなわち、ものづくりと創造性を機軸にした地

域ブランド構想を戦略的に展開することにおいて、産業分野において新しい価値を創出し、日本

を代表する、世界が憧れる、魅力あるまちづくりを目指していくというものでございます。 

政策を立案していくに当たり、３本の柱を設定しております。１つ目が、ものづくり産業の強

化でございます。２つ目が、新しい視点でのプロモーションでございます。３つ目が、拠点エリ

アの構築でございます。これらに基づき、高齢者を担い手とする織物産業の活性化事業、織物の

多用途化事業、農業分野における新しい科学的生産方法の確立の事業、クラフトビールの醸造事

業、阿蘇海産のクロクチの再生事業、タウンプロモーション事業、阿蘇ベイエリアの活性化マス

タープランの作成事業などを講じてまいりたいというふうに考えております。 

次に、教育施策でございます。 

当町が新しい価値を生み出し続ける町であるためには、住民全体に開かれた学ぶ機会を充実さ

せなければならないと考えております。子供たちのための教育環境の整備や多様性に触れる機会

の提供はもちろんのこと、学びたいと思う人たちのために、社会教育についても充実を図ってま

いりたいというふうに思います。現在行っております生涯教育の取り組みを基盤とし、私たちが

新たな知識を身につけ、チャレンジができるよう環境を整えてまいりたいと考えております。 

この認識のもとに、私たち一人一人が多角的な視点を養い、理論的な思考力と分析力を身につ

けることを目標として、与謝野町のリベラルアーツ教育事業を講じてまいりたいと思います。ま

た、与謝野町で育つ子供たちに多様性に触れる機会を提供していくために、英国ウェールズ大学

アベリスツイス校との連携協定を締結していきたいと考えております。 

ただいま申し上げました重点分野として位置づけております産業振興政策や教育政策のほか、

町民の皆様の暮らしをお支えしていくべく、きめ細やかな福祉政策や町政施行の１０周年事業に

つきましても目下調整中でございます。 



－141－ 

また、議員から第１質問でございました道の駅の活性化事業、すなわち国交省の投げかけに対

してという分野において、私ども、先般、その枠で道の駅を再活性化させたいという思いの中で

事業提案を行ったところでございます。この行く末につきましては、今後、丹後フロンティア様

と協議を重ねてまいりたいというふうに思っております。 

また、保育料の引き下げにつきましては、現在、子ども・子育て会議に提案をしており、来年

度から保育料につきましても引き下げていきたいという方向性を出しているところでございます。 

このほか、簱議員からのご質問、あるいは簱議員からの提案につきまして漏れている点が

ございましたら、第２回目の質疑の間でお願いいたしたいというふうに思います。 

次に、ご質問の２番目でございます、椿サミットの確認と提案についてお答えをいたします。 

平成２８年４月開催予定の第２６回全国椿サミット与謝野大会の開催目的は、当町の地域資源

であります町の木「ツバキ」を通じて与謝野町を全国発信し、観光振興に寄与すること及び町民

に滝のツバキを町の宝として再認識していただく契機とすることを目的としております。 

この椿サミットは、サミットを開催することをゴールとするのではなく、滝のツバキがありま

す滝地区の大田和村を中心とする滝地域の魅力創生として位置づけております。現在、人里から

離れた山の中にあります大田和は昭和４６年まで集落機能を有し、人々の生活が営まれておりま

した。大田和の歴史は古く、江戸時代、元禄１０年、西暦１６９７年にまでさかのぼることがで

き、かつてこの地区一帯は開拓された畑で、水田耕作が盛んに行われ、滝のツバキは農作業中の

雨宿りの場所や農耕用の牛のつなぎ場所となるなど、人々の生活環境の一部となってきたという

ふうに聞いております。 

現在は廃村となっておりますが、千年守り継がれた町の宝でありますツバキとその地域の魅力

を伝えていくため、大田和の暮らしや滝のツバキにまつわる言い伝えなど、残された歴史の断片

をつなぎ合わせ、地域住民の手で後世へ語り継ぐ基礎固めにしていきたいというふうに考えてお

ります。 

また、地元住民が主体となり、滝のツバキの保存活動に取り組んでいただいておりますが、こ

の貴重な資源が交流人口の拡大に結びついているとは言えませんので、現在、海の京都の展開に

おいて観光地域づくりに取り組んでおりますので、この滝地域でも、椿サミットを契機とし、地

域の特色を盛り込んだ自然体験やゲストハウスなどを活用した地域住民との交流促進を通じ、魅

力ある地域と人づくりにつなげてまいりたいというふうに思います。 

議員からは、滝のツバキを題材としたイメージや作品などの活用、滝のツバキの鑑定や京都千

年ツバキの里支部の活動にも大きくかかわっていただきました故・渡邊博士にまつわる展示など

について多くのご提案をいただきました。さきにも述べさせていただきましたが、この椿サミッ

トをただのイベントとしての椿サミットで終わらせないためにも、地域住民の手で、滝のツバキ

を中心とする大田和村の暮らしをひも解き、後世へ語り継ぐ基礎固めをしてきたいというふうに

思います。 

全国から来訪される多くの方々に与謝野町らしいおもてなしが提供できるよう検討を進めてま

いりたいと考えておりますので、本日、議員からいただきました貴重なご提案につきましては、

２点目から５点目までの内容も含め、設立を予定している実行委員会や、具体的に企画調整等、

準備を進めるために組織していきます部会において検討をさせていただきたいというふうに思い
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ます。 

次に、３番目にご質問の温泉熱の利用構想をについてお答えいたします。 

まず、最初にクアハウス岩滝の源泉であります天の橋立岩滝温泉の湧出の状況について、温泉

分析書及び現地調査の結果によりご説明をさせていただきたいと思います。 

現在、この源泉の泉温は５６．５度、湧出量は毎分２００リットル、１，５００メートルの地

底から毎日１７時間ポンプを稼働させ、くみ上げを行っております。これを単純に計算してみま

すと、施設に供給する湯量は、１稼働日当たり約２００立方メートルくみ上げていることを前置

きさせていただきたいと思います。 

クアハウス施設の温泉使用の展開を簡単にご説明いたしますと、くみ上げた源泉から施設内の

源泉槽に５６．５度で一旦ため、これを熱交換処理し、約４０度に温度を下げて温泉槽に移し、

ここから各浴槽やプールに供給をしている形となっております。また、使用した温泉は一旦回収

槽にため、これを下水道に放流している状況でございます。温泉をくみ上げる量は、ポンプの稼

働時間をさらに延長させることによってふやすことは可能でございますが、施設利用の現状や湯

量の需給バランス等を考えますと、特にその必要はないといったところでございます。 

一方、有名な温泉地のように自噴をしている温泉ではなく地下層からくみ上げていることから、

くみ上げる量を過剰にふやすことはかえって枯渇をしてしまう懸念があるということをご理解い

ただければというふうに思います。 

しかしながら、議員のご提案のとおり、泉温が５６．５度であることは非常に魅力があること

も事実でございまして、現在、公益財団法人中央温泉研究所に所属をする温泉管理士と、地熱発

電や源泉を使った水力発電など、温泉熱を新エネルギーとして活用するための調査研究をするよ

う担当課に指示をしているところでございます。 

また、現在、クアハウス岩滝の長寿命化調査設計を行っているところでございますが、近く施

設改修を行う際には、熱源を逆利用することによるランニングコストの抑制効果が可能であるか

を検討させておりますし、これら全ての関係が現実的に結びつけば、くみ上げ量を抑制すること

も可能であり、これにより湯量に余裕ができ、別の展開を生み出すことも可能ではないかなとい

うふうに考えております。 

いずれにいたしましても、施設の改修などとのタイミングとあわせて、これらの展開を積極的

に検討してまいりたいと考えております。 

以上で、簱議員への答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） どうも町長、ありがとうございました。 

今ご答弁いただきました中から、まず、このまち・ひと・しごと創生本部とのやりとりにこれ

からなるだろうという気がするんですが、地域課題としては、課題の深掘りというのはこういう

ものがある、あるいはこういう視点が必要ということを具体的に担当、それぞれの課に指示をさ

れていると、そういう段階になっておりますか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 地方創生に係ります戦略計画につきましては、来年度の策定ということになって

おります。来年度までに、私が進めております具体的な政策を絡めながら提案をしていけるもの
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ではないかなというふうに思っているところでございます。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、町長に、私、増田レポートのことを申しましたんで、このことで１点

お尋ねをしておこうと思っております。 

この増田レポートは、全国の市町村に突きつけられた不都合な真実といいますか、この数字に

皆びっくりをして、今までは人口の動態を見るときに、まず自然増減、あるいは社会増減によっ

て判断をしていたと思うんですが、この２０代から３０代の女性を、この数字を捉まえることで、

いわゆる２０年後にはどうなるとか、３０年後どうなるということに出されたわけですが、これ

については、町長はどのように受けとめられましたか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 増田レポートにつきましては、衝撃的な内容であったというふうに自覚をしてお

ります。 

そうした中でも、先ほど議員が不都合な真実というふうに申し上げられましたけれども、そう

した可能性があるということは否定できるものではないというふうに思っておりますので、現在

の段階からできることを取り組みとして進めていく決意が深まったというところでございました。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） 町長の公約につきまして、若干それではお伺いしたいと思っとるんですが、所信

の表明なり公開討論会の中で、町長は民間でできることは民間で行える体制にしていく、そうい

うことで財政の効率化を図ると、こういうようにおっしゃってきましたが、これらはどのような

計画として今持っていらっしゃいますか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど午前中の小牧議員との一般質問の中でも申し上げましたように、例えば公

共施設の管理についても、民間に委託できるところは積極的に委託をしていくという構えでござ

います。そうしたことから、行政でできることは行政、民間でできることは民間でという役割分

担を明確にしていくべきであるというふうに思っております。 

そうした中で、公共施設の白書につきましては今年度内にまとめる予定でございますし、それ

に伴います計画についても、来年度にまとめてまいりたいというふうに思っております。そうし

た作業を進めていく中で、解決策は見出せることができるのだろうというふうに思っております。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） 町長はいろいろと公約で掲げられていることがあるわけですが、その中に世界市

場も視野に入れたトップセールスというのをうたわれておりますね。それで、具体的には、日本

自治体等連合シンガポール事務所への参画ということをおっしゃっとるんですが、まだ産業振興

会議にもこうしたことが出たというふうに聞いていないんですけど、このあたりのことはどうい

う状況になっておりますか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） そのただいま議員がご指摘になられました点については、一つの可能性としてそ

うした参画をしていくことがあるのだろうというふうに考えているところでございます。 

現在、産業振興会議におきましては、どのように与謝野町をＰＲしていくかという点について
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議論を深めているところでございます。そうした中で、委員の皆様方においても、日本市場だけ

ではなく、世界市場に向けたＰＲが必要であるというふうに発言をいただいております。そうし

た中で、今後どのような国際的な舞台に立つための環境を整えていくかということを検討してま

いりたいなというふうに思います。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） 先ほど町長が答弁いただいた中で、私はまだ頭の中にある段階だろうと思っとっ

たんですが、クラフトビールの生産事業のお話がございました。ホップが一つの契約栽培の作目

としては非常に私は安定した作目ではないかなと思っておりまして、私どもの地域でもこうした

お話をおっしゃる方がございまして、非常に私はいいことだというふうに思うんですが、そのあ

たりが、町長の口からクラフトビールというふうに具体的に出てまいりますと、かなりそういう

ふうに煮詰まっているんかなと思うんですが、それはどうでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 現在、この与謝野町のクラフトビールの醸造事業につきましては、農林課、また

産業振興会議において議論を深めているところでございます。 

先ほど議員がご紹介になられましたホップが、この与謝野町で安定的に生産ができるというこ

とが第一義でございます。この安定供給の土壌を確立してくために、来年度、事業を進めてまい

りたいなというふうに思っております。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） これは、今ビール会社の資料を見ておりますと、ベトナムや新疆ウイグル地区で

も生産をされておりまして、日本では岩手県や北海道のほうでかなりな栽培がされておるんです

が、この魅力は、やはり契約栽培ということに、私はつくる側から言えばなるんではないかなと

いうふうに思っておりまして、ぜひ、そういったことをお考えいただくということは非常にいい

ことだなと思うんですが、結局、そうしますと、その分だけ今の米の分が減るということにはな

るわけでしてね。それで、ほかにも野菜採種でありますとか、例えば野菜そのものを契約栽培で

やっていらっしゃる方もありますし、そういった関係で、ひとつ、ぜひ緻密な計画を立てていた

だきたいなと思っております。 

それから、もう１点、町長は給与の削減についておっしゃっとることがございまして、これは

歳出削減の出発点と、こういう認識で、しかるべきときに身を切ると、こういうようにおっしゃ

っておるんですが、このタイミングとは、このしかるべきタイミングで身を切ると、このタイミ

ングというのは、町長としてはどういう条件がそろうときだと、こういうように思っていらっし

ゃいますか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） そのタイミングにつきましては、恐らくこれからの政治状況とも兼ね合いを考え

ていかなければならないのかなというふうに思います。まだ、今現段階ではそうしたことを表明

していくタイミングではないということを認識しておりますけれども、選挙時にお約束をさせて

いただきました取り組みの中の一つとして私の給与の削減、あるいは退職金の返納について言及

をしております。そのお約束については必ず果たしていきたいなというふうに思っておりますし、

そのタイミングについては、必ず皆様にお知らせしていきたいと思います。 
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議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、椿サミットに関連してお尋ねしたいんですが、先ほど町長の答弁には

なかったですが、私は、この合併１０周年をちょっと超えるかわかりませんけれども、これのメ

ーンイベントだと、こういうように見ておるんですが、特に私は鶴太郎さんと親しいというパリ

のクリスチャン・トルチュ氏、この人を私はメーンとして招請をしてはどうかなと。今の町長だ

からできると、こう思っとるんですが。 

それで、この人を見てみますと、この人はカンヌ国際映画祭の公式パートナーとして、７年間

メーン会場のアレンジメントをやられておると。それから、ワールドカップの会場のアレンジメ

ントや、いろんなそういったことを手がけられておると。現在、東京、大阪にもお店を持たれて

おると。京都にもよく見えるということも聞いておりますんで、こういった、私はなかなか世界

のトップフラワーアーティストだけに難しいかと思いますけれども、こういったゲストを招請し

てこそ、私は世界に情報が発信できる。こっちが新聞に書いてくれというんじゃなしに、新聞社

が追いかけてくると、メディアが追いかけてくるような人を私は招請をするべきだと、こういう

ように思っておりますんで、そこのところは、町長どうでしょう。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） このクリスチャン・トルチュ氏につきましては、議員の一般質問通告書において、

初めてその名前を認知したところでございます。この方とどういったことができるのかにつきま

しては、これからの実行委員会との協議になるだろうというふうに思いますけれども、少なくと

もどのような感触を持たれるのかにつきましては、ゼロ予算で私のほうからできるのではないか

なというふうに思っておりますので、連絡だけはとってみたいなというふうに思っております。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） 町長はご存じないかもわからないですが、ツバキのシンボルデザインとマスコッ

トキャラクターというのがございまして、これも全国公募だったと思うんですが、４００点ぐら

いの中から選ばれてきて、旧加悦町時代はまめっこまいちゃんがなかったもんですから、これが

かなり使われていたんですが、これをやっぱり生かしていくという必要があると思うんですけど、

その辺は、町長どうでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 滝地区を歩いておりましたり車で走っておりますと、いろんなところにこの滝の

ツバキのマスコットのデザインがあったり等しています。そのデザインについて、これからどの

ような検討ができるのか、どういった取り組みができるのかについても実行委員会での議論にな

ろうかなというふうに思います。そうした中で、有効的にＰＲできる方法があるのであれば、積

極的に講じてまいりたいと思います。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） もう２点だけです。 

１つは、京都府なり旧加悦町でやってまいりました、道路の付近にツバキの植栽をしていただ

いたりして、フラワー道路として育てていただいておるわけですけれども、これにあわせて補植

をしていくとか、あるいは今後もう少し増植をしていく、そういう計画はお持ちでしょうか。 

議  長（田博文） 山添町長。 
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町  長（山添藤真） このツバキの増植の件につきましては、以前よりこの議場においても提案がなさ

れてきたのではないかなというふうに思います。 

その経過と現状について、担当課長のほうから説明させたいというふうに思います。 

議  長（田博文） 和田副町長。 

副 町 長（和田 茂） 全般的なことになりますので、私のほうからお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

簱議員がおっしゃいましたように、かねてバイパス沿いですとか、奥滝に向かう府道につき

ましてもツバキがシンボルとして、町の木ということで植えてあります。この議会でも、その手

入れにつきましていろいろとご指摘をいただいた経過がございまして、特に夏以降、カズラなん

かが木に巻きまして、それをきれいに、この椿サミットに向けてその対応をさせていただくとい

うことと、これは今後も、町長が言っていますように、実行委員会との調整にはなりますが、や

はりところどころツバキが消えているというか、枯渇している部分もございますので、ふやすと

いうことはなかなか難しいんですけど、そういった部分の補植なんかは今後課題になってくるの

かなというふうには思っていますので、ご意見を参考にさせていただければというふうに思いま

す。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、副町長にもう１点お尋ねします。 

実は、この椿資料館の上に、全国の市町村でツバキを制定しているところの、全国５０団体ほ

どの市区町村からツバキをもらって植栽をしてきたような記憶があるんですが、現在ちょっと余

り見ていないんですけどね。こういったことも、現在、大事にされてきとると思うんですが、こ

の辺は確認してもらっておりますか、副町長。 

議  長（田博文） 和田副町長。 

副 町 長（和田 茂） お答えをします。 

私も最近は余り行っていませんのであれですけども、おっしゃいましたように、当時、ツバキ

を全国から集めたツバキ園というのがございました。それをツバキの地元の保存会のほうでもい

ろいろとお骨折りをいただいて手入れはしていただいているというふうに認識しておりますが、

今後のサミットを行う中で一番来ていただいた方にいい印象を持っていただくためには、やはり

あそこは川というか、小川が流れておりますので、あの辺、非常に流木ですとかが流れたままに

なっているような状況の箇所もございますので、あそこが一つのセールスポイント、きれいにす

ることがセールスポイントかなというふうには感じております。 

議  長（田博文） 簱議員。 

１ ４ 番（簱 毅） それでは、先ほど町長から答弁いただきましたが、もう一回確認の意味でお伺い

をして終わりにしたいと思っております。 

この温泉の熱の利用ですね。いわゆる国のほうでも環境保全型低酸素社会、これが非常に今う

たわれとるんですが、こういったことも、先ほど町長から決意をお聞きしたんですが、岩滝で温

泉が湧出しましてから２０年余り、やはり私は、現状では十分満足できていないんではないかと

いうふうに思っておりまして、ぜひそうした中で、もう一回温泉全体を見直していただくという

ことをお願いして終わりにしたいと思っております。 
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議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） この温泉熱の利用について、あるいはクアハウス全体の方向性については、これ

から積極的な議論が求められていくのであろうというふうに思います。 

そうした中で、さまざまな取り組みに波及できる要素はそろっているのではないかなというふ

うに思っておりまして、現在、商工観光課を中心にどのようなことができるのかということを検

討している、あるいは模索をしている、いや、模索を始めたと言っていいというふうに思います

けれども、そういう状況でございます。 

１ ４ 番（簱 毅） 終わります。 

議  長（田博文） これで、簱毅議員の一般質問を終わります。 

ここで３時１５分まで休憩します。 

（休憩 午後 ３時０１分） 

（再開 午後 ３時１５分） 

議  長（田博文） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、５番、安達種雄議員の一般質問を許可します。 

安達議員。 

５  番（安達種雄） 通告に基づき、まちづくりに取り組まれます町長のお考えを伺いたいと思います。 

一口にまちづくりと申しましても、インフラ整備、またものづくりのブランド化等々がありま

す。私が今回お伺いする点は、新しいまちづくりを考える中で、いかにこの町の人口をふやすか

ということについて町長に伺いたいと思います。 

合併以来、何ら新規産業の創出や企業誘致など企業の進出もなく、ただいたずらに８年が過ぎ、

今９年目が終わろうとしております。時に前任者は福祉が産業の全てであるという表現をしたり、

産業の創出や進出がなくても、この町が周辺市町に勤める人たちのベッドタウンになればそれで

いいんだという方針でまちづくりを怠ってきたところにきょうの問題があろうかと思います。 

そんな中、今年４月に多くの町民の皆さんが、もうだめだと、この町は何とかしなければと、

そんな思いから若い山添町長に期待をし、町の将来を託したのであります。しかし、まちづくり

は一朝一夕に解決する問題ではないということは言うまでもありません。ただ、従来のようにキ

ャッチフレーズばかりでは、町の進歩は全くないのであります。 

今定例会にもたびたび出ております、また本日もいろいろな議員さん方からも出ております、

総務省によりますところの消滅する市町村に当町もリストアップされました。このことは多くの

方がこの町の将来を心配されております。このことを踏まえて、しっかりと確実に前進するまち

づくりを示していただきたいと思います。 

１つのケースとしてその例を申し上げますと、先日、兵庫県の三田市内で１級建築事務所を経

営しておられる方と話す機会がありました。皆さんご存じのように、約３０年前に全国一の人口

増加率の高い都市で一躍脚光を浴び、当時、人口減少で悩む全国の市町村の目標になったのもま

だ記憶に残っているところであります。それが、現在３０年が経過し、ニュータウンも世代交代

により老人だけの家庭が多くなりました。若い世代は、特に数年前に起こりましたリーマンショ

ックも伴い、大阪や神戸市内の地価が大きく下がり、通勤に便利な市内に住居を構える若者がふ

えてまいりました。したがって、６０歳代、７０歳代の住民が多く、またそういったようなお年
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寄りだけの町になり、近年ではニュータウンの中にも空き家があちこちに発生することとなって

おるそうです。その若い住民がニュータウンから減ったのは、何でもなく、ニュータウンの周辺

近くに企業、すなわち職場の確保がしていなかったからであろうかと思います。ただニュータウ

ンの取り組みということだけで人口増を図った一つの結果が出たというように私は認識しており

ます。 

先ほども町長からのお話にございましたが、日本創成会議の増田寛也さんはこのように言って

おられます。「政治も行政も人口が減少することに気がついていても、そのことを口に出すこと

を避けてきた。住民の誰もが、自分の住む町が縮小することを望んでおらず、そのうち人口がふ

え、町が栄えていくことを期待するからであります。しかし、足元が定かでない目標を幾ら言っ

ても本当の未来は展望できない。真に有効な対策を行うためには、まず人口減少の社会の実情を、

私たち住んでいるものがきちんと認識することが必要である」と、このように増田氏は述べてお

られます。 

今日まで、我が町では、事あるごとに自助・共助・公助の文言が町の総合計画の中でも数多く

引用されております。これは、町内の地域づくりやコミュニケーションの場の確立には大変必要

な言葉でありますが、どこまで行ってもまちづくりは行政主導型で、その中に民間の知恵を生か

した形でなければならないと私は思います。その昔から都会に向かう若者がほとんどでありまし

たが、その若者の心をつかんで魅力あるまちづくりを今こそ、この町に課せられた大きなテーマ

だというように考えております。町の発展は、やはりそこに住む人がふえ、そして幸せに暮らす

ことだと思っております。 

いろいろとテーマがあります中で、今回は与謝野町の人口の増員ということに絞り、町長にど

のようなお考えを持っておられるのかという点をお伺いし、１回目の質問といたします。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） それでは、安達議員のご質問、町長のまちづくりに取り組むお考えについて伺う

についてお答えをいたします。 

先般からの一般質問の中で、多く地方創生、あるいは私の来年度の予算編成についての質疑が

ございました。そうした点と重複するところがあるかと思いますけれども、ご容赦いただきたい

というふうに思います。 

質問要旨の中では、あすの町の活力、躍進の基本は、いかにその町に住む人がふえ、幸せを実

感し暮らせるかにかかっていると思う。一旦、都会に向いた若者の心を呼び寄せられるかどうか

との主張をされ、若者にとって魅力のある地域づくりに向けてどのように取り組みを進められる

のかということをお尋ねでございます。 

元総務大臣であります増田寛也氏が座長をされております日本創成会議におきまして、本年

５月に消滅可能性都市を個別自治体名で発表されました。この発表では、２０歳から３９歳の女

性の人口が２０１０年から４０年にかけて５割以下に減る自治体を消滅可能性都市としたもので、

本町もその中に含まれており、私を含む地方自治体の関係者が衝撃を受けた内容でございました。 

本町は、これまでから国立社会保障・人口問題研究所が行っている将来推計人口を参考として

おり、本町の総合計画策定におきましてもこの数値を把握しつつ、定住人口の維持を目標に掲げ
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てきましたが、現状では定住人口の減少にある状況でございます。この原因につきましては、生

まれる子供の人数が亡くなられる方よりも少ない、転入をされる方の人数より転出をされる方の

人数が多いことであるというふうに認識しております。この原因に真正面から向き合い、着目を

した戦略的な対策が当町においても不十分であったというふうに思います。 

政府は、地方創生と題し、まち・ひと・しごと創生法案をさきの国会において成立をされ、全

力を挙げて人口減少問題に取り組む姿勢としており、我々もこの動きと連動をし、与謝野町の人

口減少の対策に取り組んでいく決意でございます。 

法案では、まず人口動向の分析や将来推計などから、地方人口ビジョン、地方版の総合戦略の

策定を求められておりますが、それに加え、私自身の６つの政策、特に産業振興に基づく取り組

みを積極的に進めていかなければならないというふうに思っております。 

第３期の産業振興会議において、ものづくりと創造性を機軸にした地域ブランド構想を戦略的

に展開することで、産業分野において新たなる価値を創出し、日本を代表する、また世界が憧れ

るまちづくりを進めていきたいという方針を定め、今後の事業計画を協議しております。この方

針に基づく政策や事業を確実に実行していくことで、私は若者の心を捉えることができる、また

定住人口の維持、若者のＩターン・Ｕターンにつなげていくことができるのではないかというふ

うに考えております。 

大変大きなテーマでのご質問でございました。ただいま申し上げた答弁以外の点につきまして

は、第２質問以降でお受けいたしたいというふうに思います。 

以上で、安達議員への答弁とさせていただきます。 

議  長（田博文） 安達議員。 

５  番（安達種雄） 非常に通告が漠然とした内容でございましたんで、町長にご迷惑をかけたんでは

なかろうかというように思っております。 

まず、先ほどの質疑の中でもありましたが、国の地方創生会議に町も積極的に参画していくと

いうような町長のご答弁でありましたが、まず当町のこの窓口は何課が担当されるのか、まず伺

いたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 基本的には企画財政課でございます。 

議  長（田博文） 安達議員。 

５  番（安達種雄） 企画財政課ということで承知いたしました。 

また、今１２月定例会に提出されております機構改革案の中で、子育て応援課の設置や、また

現在進行中の産業振興会議など、新しい町のビジョンに向けて、その取り組みの方向としては私

自身も評価しておるところでありますが、ここで町長に１つの提言を申し上げたいと思います。 

こういった機構改革の中で、町長直轄のまちづくり係。課の増設といいますと、またいろいろ

と行政改革の審議会のほうにも触れようかと思いますので、新しくまちづくり係の設置等を検討

されるようなお考えはないのでありましょうか。こういった中で専門的に、縦割りの行政を縦横

無尽に働ける、動けるポジションを設ける必要が、私はこの時期あるんではないかというように

思っておりますが。 

といいますのも、やはり多くの今のテーマの中で、商工観光課はいろんな与謝野ブランドの製
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品を基軸とした新商品づくり、また農林は農林で新しい農産物、与謝野ブランドの確立に取り組

みたいという方向で今進めておられますが、そういったような課の垣根を乗り越えて新しい係を

設置して、そして縦横に庁舎内で活動できる係を私は設けたほうがいいんではなかろうかという

ように提言申し上げますが、町長はそのことにつきまして、今いきなり申し上げますので即答は

かなわぬかと思いますが、今現在のお考え等がありましたらお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 地方創生に関する業務につきましては、基本的には企画財政課が窓口となってお

りますけれども、企画財政課だけではなく、商工観光課、農林課、そして私は都市計画全般にも

検討していく必要があるというふうに思うことから、建設課も含めてその対象に入ってくるので

はないかなというふうに思っております。 

この国の地方創生の動きと並行する形で、私たちは今現在、産業振興会議を開催しており、こ

の産業振興会議においては、ただいま申し上げた商工観光課、そして農林課、また建設課からも

人員を配置しているところでございます。こうしたことを考えますと、安達議員がご提案をいた

だいたまちづくり係という機能に、非常にこの産業振興会議自体が近いものがあるのではないか

なというふうに考えております。こうした動きを統括していくことが私自身の役目でもあるとい

うふうに思っておりますし、また産業振興会議で議論をしております与謝野ブランド戦略会議に

つきましても、非常に、先ほど申し上げた商工観光課、農林課、建設課にまたがる分野をこれか

ら具体的な施策を進めていくという状況でございますので、民間人材の登用によりましてその統

括も図っていくことができないかな、あるいは強化をすることができないかなというふうに考え

ているところでございます。 

議  長（田博文） 安達議員。 

５  番（安達種雄） 民間の人材を登用して、そういったような庁舎内の取りまとめ的な部署を考えた

いということで、職員さんではない形での取り組みというように理解いたしました。 

これからも、町民の町長に対する期待は大きなものがあろうかと思います。せいぜい早いうち

に、またそういったような町長の動き、町長の思いが住民に早く伝わり、そしてこの町が夢のあ

る、そして若い人たちが、じゃあ都会に出るんでなく、この町にとどまって、この町で頑張って

みようかと、そんな気持ちになってくれるようなまちづくりにこれからも邁進していただきたい

と思います。 

これにつきまして、何かありましたら、もう最後の質問としてお願いします。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど申し上げました地方創生に関する動きといいますのは、私が今現在思いま

すのは、産業振興会議の動きと非常に密接にかかわってくるであろうというところでございます。

この産業振興会議の会議を構成しているのは、民間の事業者、また各金融機関、そして行政でご

ざいます。この３者によりまして現在協議を進めているところでございますけれども、より一層

の充実を図っていくため、新しいアイデアであったり感性を入れていくために、この与謝野町の

ブランド戦略会議において民間の人材を登用していきたいということでございますので、一概に、

庁舎内にそうした各課を横断するトップを民間人につけるというイメージではございません。与

謝野町のブランド戦略会議をより実のあるものにしていくための民間人材の登用という観点で話
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を申し上げておりますので、この点非常にわかりにくいことになるかもしれませんけれども、一

定の整理をお願いいたしたいというふうに思います。 

いずれにいたしましても、私が４月に就任をして以降８カ月がたつ中で、政府の地方創生とい

う動きも出てまいりました。こうした動きも契機に捉えながら、より一層のまちづくりを進めて

いくための、ある意味、財源確保、あるいはアイデアの確保に努めてまいりたいなというふうに

思っております。 

安達議員のご提案をいただいた点、ご主張なされた点というものは私にとっても非常に重要で

あるというふうに思っておりますので、その点をくませていただきながら、今後のまちづくりの

参考にさせていただきます。 

５  番（安達種雄） 終わります。 

議  長（田博文） これで、安達種雄議員の一般質問を終わります。 

次に、１５番、多田正成議員の一般質問を許可します。 

多田議員。 

１ ５ 番（多田正成） きょう最後の質問となりました。お疲れかと思いますが、よろしくお願いいたし

ます。 

ただいま議長のお許しをいただきましたので、第６１回１２月定例会の一般質問をさせていた

だきます。 

今回の質問は、行政運営にも経営感覚が必要ではないかということで通告をしております。 

今後、地方自治体の行政運営にかかわる町長をはじめ、執行部の皆さんにも経営感覚が求めら

れる時代となってきました。つまり、行政運営から行政経営に考え方を変える必要があると申し

上げたいのであります。行政は営業利益を得て運営するところではありませんので、単年度決算

で、その年度、年度の決済となります。ですから、どうしても持続的経営感覚が薄れてしまいま

す。つまり、行政運営はどこの自治体も「親方日の丸」感覚ではないでしょうか。行財政のよし

悪しは、国・府の施策や財源次第といった感覚であります。何も我が町だけではなく、多くの自

治体が同様でありますが、しかしそうではない独自性のある自治体があることを私たちは認識を

しなければなりません。 

当町は、財政力指数、財政余力の弱さかもしれませんが、余りにも独自性が感じられない、国

政、府政の下請機関にすぎないように思いますが、いかがでしょうか。 

地方分権とは、各自治体の独立性、独自性が追求されているものと私は考えております。つま

り、時代の変化と国の推奨によって合併はしたものの、行政は何の時代の変化にも対応せず、依

然として従来どおりの財源要求と行政運営を行って、行政改革と銘打って財政の抑制計画に取り

組んでいるのが精いっぱいといったところであります。現状の施設管理や指定管理、団体事業、

行政事業にしても、何の成果や効果の追求も、ランニングコストの追及もされないまま次年度を

迎え、事業の繰り返しといった感がいたします。それでは次の道につながりません。財政の改善

にも発展にもつながらず、将来に期待が持てないのであります。 

全てとは言いませんが、一つ一つの取り組みに成果と効果を分析し、成果や効果の出ない事業

は切っていくといった経営感覚が必要であります。もちろん公共施設には成果も効果もコストも

求めず、町民のための施設利用や事業のあることは当然理解をしております。しかし、それ以外
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の施設に対する考え方、またそれぞれの事業に対する考え方や運営方法によって効果や成果が出

せるものと考えます。つまり、経営感覚を持って課題を解決してく必要があるのであります。そ

のためには、個人の果たす役割、協働の果たす役割、公の果たす役割を明確にし、その責任のも

とに取り組む姿勢がなければ、成果や効果は出せないのであります。 

年々人口が減り続け、疲弊していく我が町をどう守るのか、どう町民に活気づけるのか。それ

は、自治体みずからが経営理念を持ち、民間でできることは民間へ、役所の役目は役所でといっ

た考えから大胆な改革を図り、財政力と地域活力にどうつなげるかであります。 

今回、町長は野田川庁舎廃庁に向け、機構改革の修正案を打ち出しておられますが、庁舎を統

合するまでの一時しのぎになら仕方ありませんが、私たちの考える機構改革とはそんなことでは

ありません。行政の使命は、第一に治山・治水を守り、町民の生命と財産を守ることであります。 

次に、町民の福祉向上を目的に、いかに制度や施策を考えるかであります。つまり、役所は役

所の役目を果たし、施策や事業に必要な事務事業やハード事業は民間へアウトソーシングしてい

くことによって、新たな財源確保や財源の抑制、あるいは雇用の創出、民間による行政規制から

離れた事業展開で効率化が図れるものと考えます。今求められているのは、そういった行政改革

が求められているのであります。 

今、当町の直面する課題は、庁舎の統廃合をはじめ、地域活性化、人口増加策、幼・保、小・

中学校の統廃合など、また少子高齢化、ふえ続ける空き家対策など課題が山積しております。そ

ういった課題を克服するために機構改革が必要ではないかと申し上げているのであります。 

ですから、行政業務のあり方を考えることによって、新たな財源、あるいは抑制、庁舎統廃合

にかかわる窓口業務、住民サービス、施設管理、観光業務、住民福祉の向上など、町民への行政

対応がきめ細やかにできるのであります。そのほか多くのことが解決すると考えられ、そういっ

た考えのもとに行政業務のアウトソーシングのできる体制を考えていただき、実現していただき

たいのであります。それが真の機構改革と考えております。 

今こそ新町長の発想が求められております。また、町民が新町長に期待するのは、まずそのこ

とであります。今後を考えるに大切な公共施設白書もできる予定でありますし、新年度は全てを

見直す絶好の機会と捉え、新たな仕組みを議会とともに考えていただきたいと思いますが、町長

ご自身がそういったお考えをお持ちなのか、お持ちでないのか、ご所見を伺いたいと思います。 

しかし、その前に少し申し上げたいことがあります。議会初日に家城委員長より視察研修の報

告がありましたように、私も委員として愛知県高浜市の視察研修に同行させていただきました。

以前、町長も行かれたと聞きました。そこで学ばせていただいたことは、以前、私は、行政業務

の中で民間委託のできる仕事がないのかといった質問を何度かさせていただいた記憶があります

が、当町では何の進展もありませんでした。しかし、高浜市では実際に取り組まれていました。

やはり行政トップの考え方次第でできるものだと、その取り組みに感銘いたしました。まさしく

経営感覚を取り入れた行政運営の改善であります。 

私の町と比較しますと、人口が約４万６，２７４人、世帯数も１万８，０６９軒と、当町のち

ょうど２倍規模の町でした。それなのに一般会計予算規模は１３５億７，０００万円で、当町よ

り少し上回る程度と。人件費にしても１８億６，０００万円と、当町より少ない予算であります。

それで当町の２倍規模の町の行政運営が図られているのであります。つまり、行政経営のノウハ
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ウと方法論であることが実証されております。それも、当時の市長が行政経験を生かし、市の

１００％の出資をもとに公共団体サポート会社を設立、現実に行政業務のアウトソーシングで地

域社会の発展と市民福祉の向上を目指して、施設管理から観光業務、事務事業、窓口業務など多

くの業務をこなされておりました。民間との連携による成果が、行財政の抑制と民間活力につな

がっているのであります。 

多分、幾多の困難もあったと思いますが、行政、民間、双方の問題点、課題を解決するために

うまく考えられた仕組みが、既に当町の合併する１０年前から取り組まれ、今や行政も会社も軌

道に乗っております。まさしく時代を見据え、先取りした取り組みであります。私は、大いに参

考にするべきだと考えますが、あとは当町のノウハウと方法論でありますので、町長のお考え次

第でいかほどにもなるといった感がいたします。 

まず、町長にそのようなお考えや発想があるのかないのか、ご所見をお尋ねして１回目の質問

といたします。 

議  長（田博文） 答弁を求めます。 

山添町長。 

町  長（山添藤真） 多田議員ご質問の、財政を含む行政業務など企業経営感覚の必要性、行政業務の

アウトソーシングの必要性についてお答えをいたします。 

ご質問にあります行政運営の効率化につきましては、合併以降、第１次行政改革大綱、第２次

行政改革大綱と行政内部の業務の効率化、事務事業見直しなどを進めてまいりましたので、一定

の効果があらわれているというふうに思います。しかしながら、今後の地方交付税の逓減、社会

保障費の増大に対処していくには、さらなる行政業務の効率化などが必要となってくるというふ

うに認識をしており、行政業務のアウトソーシングもその一つであるということはご承知のとお

りでございます。 

今回ご提案をいたしております下水道特別会計補正予算（第１号）においては、民間事業者に

施設維持管理なども含め包括的に民間委託することが可能であるのかを調査する包括的民間委託

導入可能性予備調査委託料を計上しております。これは、下水道事業のみならず、上水道の事業、

衛生プラント事業なども含めた事業連携により、民間ノウハウを生かした効率的な事業運営がで

きないか予備調査を実施するものでございます。また、阿蘇霊照苑の火葬場の業務につきまして

は、平成２７年度から、町直営から指定管理者による運営に移行できるよう準備を進めてきたと

ころでございます。 

今のところ、さらなるアウトソーシングなどの調査、検討につきましては、今年度中に作成完

了予定をしております公共施設の白書に基づいて考えてまいりたいというふうに思います。 

しかしながら、窓口業務などで町民の皆様方と直接に触れ合い、住民ニーズを正確にくみ取る

部分など、やはり町職員が肌で感じる必要があるという業務は必ずあるというふうに思っており

ますので、全ての業務に関し、民間へのアウトソーシングに適しているということではないので

はないかなというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

以上で、多田議員のご質問に対する答弁とさせていただきますが、第１質問が非常に多岐にわ

たってございました。第２質問以降で、不十分な点につきましては質疑をいただきたいというふ

うに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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議  長（田博文） 多田議員。 

１ ５ 番（多田正成） ありがとうございます。 

けさほども小牧議員も質問されておりました。小牧議員と私も同じように高浜市に行かせてい

ただいて、同行させていただいて、多分行政運営に対して、また町長が公約なり、また新しいビ

ジョンを考えておられるのには、どうしても今の財政余力では完成がしにくいということで、も

っともっと行政改革をする中で新しい取り組み方をやろうということの思いは、多分小牧議員も

私も一緒だろうというふうに思います。今のまま、ただ新しい事業に取り組んでいくだけでは、

やはり財政余力がなければ新しいことはできません。ただ、国・府の交付を受けてやる事業なら

やれますけれども、そうではない独自性を出そうと思うと、やっぱり町長のそういった手腕によ

って新しいやり方を取り組む必要があるのではないかということが基本的に私の思いの中にあり

まして、そのことをぜひとも完成させていただきたい。 

何も役場がのうなるわけでもありませんし、こういうことをちょっと想定していただくといい

んですが、私のアウトソーシングというのは、単なる民間に指定管理をするというアウトソーシ

ングではありません。先ほども言いましたように、この市では市長みずからが１００％の出資会

社をつくって。そうしないと、やはり秘密の問題もあるでしょうし、セキュリティーの問題もあ

るでしょうし、そういったことで、第２の行政みたいなあり方の行政サポート会社をつくってお

られます。町長も行っておられますからよくご存じだと思うんですが、そういったことに取り組

んでいただかないと、町長の掲げられるビジョンは、とても僕はできない。言葉ではきれいに発

信ができますけれども、実際にやろうと思うとなかなかできないことで。ですから、そうして内

輪をきっちりとできる体制づくりをして、そして町長の思うことをやっていただきたいというふ

うに思います。 

ちょっとこういうことを想定しただくとわかりやすいんですが、例えば本庁舎を統合させると

いう問題で、いろいろと問題になって今の状態が起きておりますけれども、もしそういったサポ

ート会社みたいなものができるんでしたら、新しい体制ができるんでしたら、岩滝が本庁舎であ

ろうが、ここが本庁舎であろうが、同じ体系で仕事が、業務ができるということで、そういった

ことの発想が町長の中にあって考えると、うちの町は正職員さんがおられて、その削減策に走っ

ています。その後、臨時職員を入れられて職務をしておられる。そうではなしに、その臨時職員

が新たな会社の社員であれば、臨時職員ではなしに会社の社員として活性化をしていきます。そ

して、行政は施策をきちっとした制度をつくっていただくレベルがあればいいということですね。

ですから、事務事業やハード事業はそういったことで臨時職員さんが社員になってやれると同じ

理屈なんですけれども、そこに活性化が入ってくるという。行政を全く変えるという意味ではあ

りません。 

そういった、町長は、発想は、意味がわかりますかね。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） ただいま多田議員がご質問されました件につきましては、高浜市の取り組みであ

ろうというふうに思います。そうした行政のスタイルがあるということは存じ上げているところ

でございます。 

議  長（田博文） 多田議員。 
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１ ５ 番（多田正成） ちょっとまだわかりにくいようですので、ちょっと説明しておきますけれども、

例えば岩滝が本庁であれば、こちらはサポート会社とします。例えばの話ですよ。しますと、そ

こで何をしているかというと、公共施設管理サービス事業を受け持ったり、それから医療事業サ

ービス事業を受け持ったり、給食サービス事業を受け持つ、それから用務員サービスを受け持つ、

市役所窓口サービス事業も受け持つ、それから事務支援サービス事業、あるいは、先ほど言われ

ました水道事業や下水事業のサービス事業、交通防犯サービス事業、清掃サービス業、観光サー

ビス業、物販サービス業まで取り組んでおられるわけですけども、同じようにまねをせえという

意味ではないですけれども、そういった体制づくりが新たな行政運営のあり方ではないかなとい

うふうに思っております。 

固定概念にとらわれず、こういった新しい発想を町長に、今町民は随分期待をしております。

そこをどう町長が判断されるかは町長の問題ですけれども、私はそのことを提案したいというふ

うに思いますが、再度、その思いがあるのかないのか聞かせてください。小牧議員も同じように

質問されておりましたけど、ちょっと町長答弁が中途半端だったような気がいたします。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 多田議員がご質問をされている点につきましては、私は最も大切なのは、その機

構改革を何のためにやるのか。例えば、アウトソーシングの業務をなぜアウトソーシングするの

か。こうしたなぜという部分について深い洞察がないと、その機構改革案につきましても恐らく

失敗をするのではないかなというふうに思います。 

今現在、私が進めていきたい施策というのが数多くございます。この政策を進めていく体制を、

役場組織としてどのように組んでいくのか、あるいは住民の皆様方にサービスを提供していく上

で、よりよい方法はないのかといった観点の中で機構改革については考えられるべきであるとい

うふうに思います。そうした中で、役場業務の民間委託が視野に入ってくるのであれば、あるい

はアウトソーシングをしなければならないという判断ができるならば、そうした対応もやぶさか

ではないというふうに思います。 

要約をいたしますと、何のためにやるのかと、ここをしっかりと議論し、目的を定める必要が

あるということだと思います。 

議  長（田博文） 多田議員。 

１ ５ 番（多田正成） 町長、まさしくそのとおりで、何のために機構改革をするのかということです。

それは、町長の施策を完成させるために機構改革、こういう課が必要、こういう状態が必要とい

うことをやるためにやるわけです。 

ですから、私の申し上げているのは、事業は町長の思案によってどう組み立てるかは、それは

別問題です。私は、行政の運営のあり方を一つずつ考えていただいた、経費や施設の維持管理費

の問題もあるんですが、そういった問題ではなしに、行政運営をどうしていくか、それが今まで

どおりの行政運営ではなしに、行政経営感覚に持っていって、一つずつをそういった状態で捉え

るのが必要な時代に入ったということで、そのことを提案しとるわけでございまして、何も役場

がごろっと変わってしまったり、皆さんが全部のうなったりとか、そういう問題ではありません。 

今、それこそ先ほども言いましたが、正職員さんと臨時職員さん、臨時職員さんではなしに、

１つの行政のサポート会社として町長がもしつくり上げられるとするなら、その役場の業務は同
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じようにそれでできるわけです。そうして人件費が抑えられたり経費が抑えられたりして効率が

図れるんだったら、もっと有効なこの町の行政運営ができるということで、何も教育委員会がの

うなるわけでもないし、そういう問題では全くありません。行政の運営のあり方、事業はそれぞ

れにその中でやっていくわけですから、それは町長の思うようにやれると思います。そうではな

しに、行政運営のあり方を、運営ではなしに経営感覚で取り組んでいただきたい。 

ですから、民間の力をもっと利用したやり方があるんではないですかということを申し上げと

るんですが、町長はその辺が、なかなか今この場でちょっと言っても、職員さんも多分理解でき

んと思いますが、そういったことをしっかりとやっていただくことによって、資料も渡しますし、

また今後の白書もできることですし、どうせ施設をどうするということの問題も取り組んでいか

んなんわけですから、そういったことにどうできるんだろうというその発想がなければ、いつま

でたっても財政余力も出ませんし、いつまでたってもそれの繰り返しです。 

若干、先ほども企画財政課長が、平成３３年から一本算定になったときには、若干また国の交

付税の６割程度、あのもんになってくるということをおっしゃっていましたけれども、急激には

落ちないということを言っておられましたけど、現実に町の自主財源も弱いですし、産業も弱い

ですし、このまま衰退していく町をどうしていくんだということは町長に考えていただかんなん

わけでして、それは基礎から組み立てて、そして十分な町民にも活性化が出るようにどう仕組ん

でいただくかという問題を言っています。 

また、これが済んでから資料はお渡ししますけれども、そういったことを、来年の白書も含め

て検討していただけたらというふうに思っていまして、今すぐする問題ではありませんので、そ

ういったことを、町長もう一度、どういうふうにお考えられるのか。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 多田議員がおっしゃる点につきましては、また後ほど資料を提供いただけるとい

うことでございますので、資料をもとに、私のほうでも思案をしてまいりたいなというふうに思

います。 

先ほど多田議員のご質問の中で、財政が厳しくなっていくと。そうしたことに伴い、どのよう

な町政の展望を描くのかという発言もございました。そうしたときに、私、必要なのは、やはり

成長的な戦略であるというふうに思います。この成長戦略をどのように組んでいくのかというこ

とに、ある意味、私には、先ほど多田議員がおっしゃられるような企業経営の感覚といったもの

が恐らく求められるのではないかなというふうに思います。そうしたこれから講じていきます施

策一つ一つにきっちりとした成果をつなげていくことができるように、そうした面での経営感覚

の力を発揮していきたいなというふうに思っております。 

議  長（田博文） 多田議員。 

１ ５ 番（多田正成） これは大きな問題ですし、今すぐ細かいことをどうのこうという問題ではありま

せん。ただ、多くの施設の整備もしていかんなん、学校統合もしていかんなん、庁舎の問題もそ

うです。そういったときに、庁舎問題にしても、窓口をどうするんだとか、住民サービスをどう

するんだとかということですけれども、こういうことによってそのことも全部クリアされており

ます。そのことも十分我々は参考にしなければなりません。 

今、行政だけで考えると、その窓口をどうしようとか、住民サービスが怠るんと違うかとか言



－157－ 

って各地区から苦情が出ます。でも、これの制度にすると、全部そこで、窓口も全て管理します

から、それは半行政的な会社ですし、そういったことのセキュリティーの問題だとか、秘密の関

係も守れますし、そういったことも条例の中できちっとされた中で取り組んでおられます。事実、

実績がもうそうなって、人件費にしても、それから職員数にしても改善されております。その中

で、会社は会社でどんどん売り上げを伸ばして、行政の仕事ばっかりではなしに、ほかの仕事も

受けながら会社も伸びております。そこのことが地域の活性化であります。町民への活力であり

ます。 

そういったことを考えていただかないと、行政はつぶれるわけではありませんので、ずっとそ

れに従って、ルールに従ってやっとればいけますけれども、やはり疲弊していく町にどう活力を

つけるんだということは町長の思案にあるということを僕は申し上げたいのであります。ぜひと

もそういった取り組み、白書ができましたら、一緒になってそのことも考えていただきたい。 

資料は十分に提供しますので、よろしくその辺をご検討いただきたい。そのご検討の意思があ

るかないか、再度伺っておきます。 

議  長（田博文） 山添町長。 

町  長（山添藤真） 先ほど午前中の小牧議員との議論の中でも申し上げましたように、公共施設のあ

り方についても、今後あらゆる可能性を想定してく中で検討を進めてまいりたいというふうに思

っておりますので、本日いただいた提案についても検討の議題に入れていきたいというふうに思

います。 

議  長（田博文） 多田議員。 

１ ５ 番（多田正成） 再度申し上げますが、町民は町長に期待するとこはそこであります。何も行政を

むちゃくちゃにせえと言うとる意味ではありません。新たな歩み方をどうつくっていただくか、

そして閉塞感をどう打開するかということを、町民が今町長に期待されております。私も、町長

の掲げられるそのビジョンを何とか成功させていただくために基礎をきちっと考えていただきた

い、この町の基礎をきちっと考えていただきたい。それには改革方法論があるということをお伝

えして質問を終わります。 

議  長（田博文） これで、多田正成議員の一般質問を終わります。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会します。 

次回は、あす１２月１１日午後１時３０分から開議しますので、引き続きご参集いただきます

ようにお願いします。 

本日はご苦労さんでした。 

（散会 午後 ４時１０分） 

 


